
学
習
院
学
問
所
の
果
た
し
た
役
割

佐
　
竹
　
朋
　
子

は
じ
め
に

　
本
稿
で
は
、
学
習
院
学
問
所
の
実
態
解
明
を
行
う
こ
と
で
、
学
習
院
学
問

所
が
公
家
社
会
に
お
い
て
ど
の
よ
う
な
役
割
を
果
た
し
た
の
か
を
考
察
す
る
。

学
習
院
学
問
所
は
、
仁
孝
天
皇
の
意
向
に
よ
り
、
公
家
の
子
弟
の
教
育
を
目

的
と
し
て
幕
府
に
申
し
入
れ
ら
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
天
保
十
三
年
二
八
四

二
）
十
月
一
日
、
京
都
所
司
代
牧
野
備
前
守
へ
申
し
入
れ
ら
れ
、
老
中
水
野

忠
邦
か
ら
許
可
が
お
り
て
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）
五
月
、
京
都
御
所
建

春
門
外
の
開
明
門
院
跡
に
講
堂
が
竣
工
さ
れ
た
。
そ
し
て
、
翌
年
で
あ
る
弘

化
四
年
三
月
九
日
に
開
講
の
運
び
と
な
っ
た
の
で
あ
る
。

　
学
習
院
学
問
所
に
つ
い
て
は
、
学
習
院
学
問
所
の
実
態
を
解
明
し
た
研
究

と
、
文
久
二
年
か
ら
三
年
に
か
け
て
学
習
院
学
問
所
に
国
事
審
議
機
関
が
設

置
さ
れ
た
こ
と
に
つ
い
て
分
析
し
た
研
究
と
が
あ
る
。

　
ま
ず
前
者
と
し
て
、
本
多
辰
次
郎
氏
は
、
学
習
院
学
間
所
設
立
の
淵
源
は
、

安
永
期
に
関
白
二
条
治
孝
が
学
校
建
設
を
希
望
し
て
い
た
が
、
関
白
の
死
去

に
よ
っ
て
頓
挫
し
、
そ
の
遺
志
を
高
辻
胤
長
が
継
い
で
、
中
井
竹
山
に
相
談

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

し
た
も
の
の
実
現
し
な
か
っ
た
こ
と
に
始
ま
る
と
指
摘
し
た
。
そ
し
て
、
学

習
院
学
問
所
の
設
立
が
、
困
窮
し
風
儀
乱
れ
る
公
家
社
会
を
学
問
に
よ
っ
て

教
化
す
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
り
、
学
習
院
学
問
所
の
役
職
や
、

教
育
主
義
、
開
講
し
て
か
ら
の
動
向
、
経
費
な
ど
の
概
要
を
明
ら
か
に
し
た
。

さ
ら
に
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
に
は
、
学
習
院
学
問
所
が
「
国
事
会
議

所
」
と
な
り
、
諸
藩
士
や
、
尊
王
の
志
士
ら
が
出
入
り
す
る
政
治
堂
と
化
し

た
が
、
文
久
三
年
八
月
十
八
日
の
政
変
以
降
は
、
本
来
の
学
問
所
と
し
て
の

機
能
が
盛
ん
と
な
り
、
学
習
院
学
問
所
で
教
育
を
行
う
こ
と
で
公
家
の
勢
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

を
増
大
さ
せ
る
こ
と
に
繋
が
っ
た
と
の
実
績
を
主
張
し
た
。
ま
た
、
大
久
保

利
謙
氏
は
、
本
多
氏
を
踏
ま
え
た
上
で
、
さ
ら
に
朝
幕
関
係
の
動
向
を
視
野
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（
3
）

に
入
れ
て
、
学
習
院
学
間
所
の
設
立
か
ら
閉
講
ま
で
を
検
討
し
た
。

　
後
者
で
は
、
家
近
良
樹
氏
、
高
山
嘉
明
氏
ら
が
い
る
。
家
近
氏
は
、
幕
末

期
の
朝
廷
内
に
従
来
の
機
構
と
は
別
途
に
設
置
さ
れ
た
国
事
審
議
機
関
に
つ

い
て
考
察
し
て
い
る
。
と
く
に
、
文
久
二
年
（
「
八
六
二
）
以
降
、
公
家
ら

が
国
事
御
用
掛
を
設
置
し
、
そ
れ
に
伴
い
文
久
三
年
（
一
八
六
三
）
に
「
国

事
参
政
」
や
「
国
事
寄
人
」
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
を
踏
ま
え
、
「
国
事
審
議
機

関
の
出
現
は
、
そ
れ
ま
で
政
治
的
発
言
を
押
さ
え
ら
れ
て
い
た
公
家
が
、
公

然
と
議
場
で
諸
問
題
を
討
議
で
き
る
よ
う
に
な
っ
た
と
い
う
点
で
、
朝
権
の

進
出
上
重
要
な
意
義
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ
た
」
と
主
張
し
、
文
久
三
年
二

月
二
十
日
に
、
「
草
奔
微
賎
の
者
と
錐
と
も
学
習
院
に
詣
り
て
時
事
を
建
言
す

る
」
こ
と
が
許
さ
れ
た
こ
と
で
、
「
学
習
院
の
機
能
が
「
士
民
ノ
建
白
書
ヲ
受

ク
ル
所
」
に
更
め
ら
れ
た
」
こ
と
や
、
「
尊
穰
派
の
有
志
が
学
習
院
出
仕
に
次

第
に
補
せ
ら
れ
」
た
こ
と
で
、
激
派
堂
上
と
諸
藩
士
尊
擾
浪
士
ら
と
の
協
力

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
）

関
係
に
基
づ
く
、
新
た
な
権
力
主
体
が
形
成
さ
れ
た
と
論
じ
た
。

　
ま
た
、
高
山
氏
は
、
家
近
氏
の
主
張
を
学
習
院
学
問
所
の
実
態
に
即
し
て

検
討
し
直
す
こ
と
で
、
文
久
二
年
に
学
習
院
学
問
所
が
開
放
さ
れ
た
の
は
、

安
政
期
か
ら
盛
ん
と
な
っ
た
諸
藩
の
「
京
都
手
入
れ
」
に
対
し
、
朝
廷
が
正

式
な
窓
口
を
設
け
る
こ
と
で
外
部
勢
力
の
統
制
を
目
的
と
し
た
朝
廷
の
「
言

路
洞
開
」
政
策
に
位
置
づ
け
ら
れ
る
と
し
て
、
学
習
院
学
問
所
は
公
議
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
V

の
場
と
し
て
機
能
し
た
と
主
張
し
た
。
す
な
わ
ち
、
文
久
二
、
三
年
に
、
朝

廷
・
公
家
社
会
が
政
治
主
体
と
し
て
急
浮
上
し
て
い
く
契
機
が
明
ら
か
に
さ

れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
し
か
し
、
本
多
氏
は
、
風
儀
乱
れ
困
窮
甚
だ
し
い
公
家
社
会
は
、
学
習
院

学
問
所
設
立
に
よ
っ
て
勢
力
を
増
大
さ
せ
た
と
主
張
す
る
が
、
具
体
的
な
検

討
は
行
っ
て
い
な
い
。
ま
た
、
家
近
氏
は
幕
末
期
に
お
け
る
天
皇
・
朝
廷
の

自
立
化
を
文
久
二
年
三
年
の
朝
廷
機
構
改
変
の
動
向
か
ら
検
討
し
、
高
山
氏

は
、
朝
廷
の
主
導
的
な
政
策
の
一
環
と
し
て
、
学
習
院
学
問
所
が
公
議
政
治

の
場
と
な
っ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
し
か
し
、
天
保
後
期
以
降
、

困
窮
し
、
風
紀
の
乱
れ
が
問
題
と
な
っ
て
い
た
公
家
社
会
に
お
い
て
、
文
久

二
、
三
年
の
段
階
で
、
天
皇
・
朝
廷
の
急
浮
上
が
可
能
に
な
る
よ
う
な
政
治

的
な
力
量
を
公
家
は
ど
の
よ
う
に
し
て
身
に
つ
け
た
の
か
、
と
い
う
問
題
は

考
察
な
さ
れ
て
い
な
い
。
こ
う
し
た
問
題
を
考
え
る
た
め
に
、
文
久
期
以
前

の
学
習
院
学
問
所
の
意
義
を
考
え
る
必
要
が
あ
る
。

　
筆
者
は
こ
れ
ま
で
に
、
近
世
後
期
の
公
家
社
会
に
新
し
い
動
向
を
生
み
出

し
て
く
る
公
家
た
ち
の
私
的
な
勉
強
会
に
つ
い
て
明
ら
か
に
し
、
学
習
院
学

問
所
の
設
立
の
意
義
は
、
そ
れ
ま
で
個
々
の
家
に
分
散
し
て
い
た
公
家
の
勉

強
会
が
、
一
つ
の
「
場
」
に
集
中
さ
れ
た
こ
と
で
、
公
家
が
そ
こ
で
議
論
し

あ
い
、
統
一
的
な
見
解
を
形
成
し
て
い
く
こ
と
を
可
能
に
し
た
こ
と
に
あ
る

　
（
6
）

と
し
た
。
ま
た
、
武
家
伝
奏
三
条
実
万
が
、
家
礼
関
係
に
は
な
く
、
家
格
も

違
う
公
家
同
士
で
頻
繁
に
書
籍
の
貸
借
を
行
っ
て
い
た
事
実
を
指
摘
し
た
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
7
）

そ
の
多
く
の
公
家
は
学
習
院
学
問
所
に
出
席
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
以
上
の

こ
と
か
ら
、
天
保
期
以
降
の
公
家
社
会
で
は
、
学
問
が
広
く
行
わ
れ
て
お
り
、

学
習
院
学
問
所
は
、
公
家
ら
が
政
治
力
を
身
に
つ
け
る
場
で
あ
っ
た
こ
と
は

間
違
い
な
い
。
で
は
、
公
家
ら
は
そ
こ
で
ど
の
よ
う
な
政
治
力
を
身
に
つ
け
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た
の
で
あ
ろ
う
か
、
文
久
期
以
前
の
学
習
院
学
問
所
で
の
学
習
状
況
を
検
討

す
る
こ
と
で
、
学
習
院
学
問
所
が
、
当
該
期
の
公
家
社
会
で
ど
の
よ
う
な
役

割
を
果
た
し
た
の
か
を
考
察
し
て
い
く
。

1

学
習
院
学
問
所
の
記
録

本
稿
で
は
、
主
要
な
検
討
素
材
と
し
て
、
『
御
日
記
』
全
三
巻
（
宮
内
庁
書

陵
部
所
蔵
）
、
『
学
習
院
仮
日
記
』
全
十
四
巻
（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
）
、
『
和

漢
書
会
雑
記
』
（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
）
を
用
い
る
。
『
和
漢
書
会
雑
記
』
は
、

年
月
日
が
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、
学
習
院
学
問
所
の
開
講
記
録
と
出
席
者
が

記
さ
れ
た
横
帳
で
あ
る
。
『
御
日
記
』
、
『
学
習
院
仮
日
記
』
は
、
学
習
院
学
問

所
雑
掌
が
記
し
た
記
録
で
あ
る
。
内
容
は
、
講
義
の
あ
る
日
は
、
開
門
し
て

か
ら
、
学
頭
、
伝
奏
な
ど
の
出
講
状
況
、
行
わ
れ
た
講
義
と
テ
キ
ス
ト
名
、

書
き
手
に
よ
っ
て
は
講
読
箇
所
、
午
後
の
自
習
状
況
、
そ
し
て
閉
門
に
至
る

ま
で
、
大
ま
か
な
一
日
の
流
れ
が
記
さ
れ
て
い
る
。
た
だ
し
、
『
御
日
記
』
、
『
学

習
院
仮
日
記
』
と
も
に
、
表
1
に
あ
る
通
り
、
学
習
院
学
問
所
が
開
講
し
て

い
た
弘
化
四
年
（
一
八
四
七
）
か
ら
慶
応
三
年
（
一
八
六
七
）
ま
で
の
す
べ

て
の
記
録
は
残
さ
れ
て
い
な
い
。

ま
た
、
『
御
日
記
』
と
『
学
習
院
仮
日
記
』
と
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
『
学

習
院
仮
日
記
』
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
二
月
九
日
条
に
は
、
「
今
日
御
開
講

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
8
）

之
事
、
直
二
其
帳
愚
記
之
」
と
あ
り
、
同
年
三
月
九
日
条
に
は
、
「
今
日
御
会
、

　
　
　
　
　
　
　
（
9
）

在
帳
直
記
故
略
之
」
と
記
さ
れ
て
お
り
、
仮
日
記
に
は
、
当
日
の
記
録
が
省

『御日記』・『学習院仮日記』表1

（宮内庁書陵部所蔵）『御日記』

冊子題名 年号 西 季節 ’会開量数＊ 考
1 御日記一 弘化3年 1846 四季
2 御日記二 嘉永4年 1851 四季 37回（内闘会4回） 「六」とあり

3 1ヨ記ミ　　　　　安政2年 1855 四季 「十とあり

（宮内庁書陵部所蔵）『学習院仮日記』

冊子題名 年号 西 節 会開≡数管 考
1 学習　仮日記一 嘉永3年 1850 春秋 20回（内闘会）
2 学習　仮日記一ノ下 嘉永6年 1853 四季 37回（内閥会4回）
3 学習院仮日記二 嘉永7年 1854 春夏 12回 4月～5月迄御会の記事なし
4 学習院仮日記三 安政2年 1855 春夏 20回（内闘会1回）
5 学習院仮日記四 安政2年 1855 秋冬 2回 7月23EI以降御会の記事なし
6 学習院仮日記四ノ下 安政3年 1856 春夏（四季） 37回（内闘会5回）

7 学習院仮日記五ノ上 安政4年 准857 春夏 一

5月～9月まで、御会の記事なし・2月
X日条「今日御開講之事、直二其帳

�L之」
8 学習院仮日記五 安政6年 1859 四季 36回（闘会3回）
9 学習院仮日記六 万年1年 1860 春夏 43回（闘会3回）
0
1
－
　
　
－

学習院仮日記七 文久2年 1862 四季 41回（闘会8回）
学習院仮日記八 文久4年 1864 四季 45回（闘会0回） 7月12日～10月8El迄の記録なし

り
」
　
3
1
　
　
1

学習院仮日記九 慶応1年 1865 秋冬 41回（闘会2回）
学習院仮日記十 慶応2年 1866 四季 84回（闘会65回）

14 学習院仮日記十一 応3年 1867 四 65回（闘会1回） 4　から開き

＊御日記・学習 仮日記』に記された開講記録から作
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略
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
『
学
習
院
仮
日
記
』
は
、
下
書
き
用
の
日
記
で
、

『
御
日
記
』
が
、
学
習
院
学
問
所
の
正
式
な
記
録
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。

な
お
、
現
存
す
る
『
御
日
記
』
三
冊
は
、
一
冊
目
は
弘
化
三
年
、
二
冊
目
は

嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
、
三
冊
目
は
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
記
さ
れ
た

日
記
で
あ
る
が
、
二
冊
目
、
三
冊
目
の
日
記
底
辺
に
は
、
そ
れ
ぞ
れ
、
「
六
」

と
「
十
」
と
記
さ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
嘉
永
四
年
に
記
さ
れ
た
日
記
は

六
冊
目
、
安
政
二
年
に
記
さ
れ
た
日
記
は
十
冊
目
に
あ
た
る
と
考
え
ら
れ
、

現
在
す
る
日
記
以
外
は
散
逸
し
た
可
能
性
が
高
い
。

　
で
は
、
学
習
院
学
問
所
の
記
録
を
記
し
た
雑
掌
に
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物

が
任
命
さ
れ
、
い
か
な
る
役
職
で
あ
っ
た
か
の
だ
ろ
う
か
。
す
な
わ
ち
、
『
御

日
記
』
弘
化
三
年
閏
五
月
八
日
条
に
よ
る
と
、

　
　
勘
解
由
小
路
前
中
納
言
殿
ヨ
リ
明
九
日
巳
刻
御
用
之
掛
有
之
二
付
、
御

　
　
別
荘
え
罷
出
候
様
三
人
え
御
沙
汰
二
付
罷
出
候
処
、
左
之
通
以
御
■
被

　
　
仰
渡
候

　
　
　
　
座
田
右
兵
衛
大
尉
　
紀
維
貞

　
　
　
　
井
上
主
税
　
　
源
度
定

　
　
　
　
稲
波
主
膳
　
　
源
誠

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
0
）

　
　
今
般
学
習
所
就
御
取
設
右
雑
掌
御
内
意
被
仰
出
候

と
あ
り
、
学
習
院
学
問
所
の
雑
掌
に
、
座
田
維
貞
、
井
上
度
定
、
稲
波
誠
が

任
じ
ら
れ
た
。
雑
掌
は
、
『
学
習
院
仮
日
記
』
・
『
御
日
記
』
を
、
年
番
を
決
め

て
記
し
た
。
さ
ら
に
、
『
三
条
実
万
手
録
』
嘉
永
四
年
正
月
二
日
条
に
、
「
学

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

院
雑
掌
住
込
、
当
年
稲
波
之
旨
藤
中
納
言
被
示
之
」
と
あ
る
こ
と
か
ら
、
学

習
院
学
問
所
に
交
代
で
住
み
込
み
、
諸
々
の
連
絡
な
ど
様
々
な
雑
事
を
務
め

て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
雑
掌
に
任
命
さ
れ
た
人
物
の
出
自
を
明
ら
か
に
し
て
み
る
と
、
座

田
維
貞
は
、
寛
政
十
二
年
（
一
八
〇
〇
）
に
出
生
し
、
安
政
四
年
（
一
八
五

七
）
八
月
に
死
去
し
た
。
座
田
家
は
院
雑
色
を
勤
め
た
地
下
官
人
で
あ
る
が
、

維
貞
は
、
美
濃
高
須
藩
の
医
師
速
水
玄
仲
の
息
子
と
言
わ
れ
、
座
田
家
の
養

子
と
な
り
、
三
十
六
歳
で
あ
る
天
保
五
年
（
一
八
三
四
）
に
従
六
位
下
美
濃

　
　
　
　
　
（
1
2
）

介
に
任
じ
ら
れ
た
。
ま
た
、
『
平
安
人
物
志
』
に
よ
る
と
、
儒
者
で
、
『
国
基
』

一
巻
を
記
し
、
仁
孝
天
皇
へ
献
上
し
た
と
あ
る
。

　
稲
波
主
膳
誠
は
、
桑
田
郡
弓
削
村
の
出
身
で
、
代
々
北
野
天
満
宮
の
社
人

を
勤
め
た
稲
波
家
の
分
家
で
あ
る
。
ま
た
、
『
学
習
院
仮
日
記
』
安
政
六
年
（
一

八
五
九
）
八
月
九
日
条
に
、
漢
書
会
講
師
大
沢
雅
五
郎
が
、
息
男
が
病
の
た

め
講
義
を
欠
席
し
た
り
、
同
年
同
月
十
八
日
条
で
は
、
「
中
沼
了
三
よ
り
使
来

り
、
小
児
死
去
二
付
、
御
届
之
義
、
稲
波
内
々
代
勤
」
と
、
同
じ
く
漢
書
会

講
師
中
沼
了
三
か
ら
、
子
供
が
死
去
し
た
た
め
講
義
を
欠
席
し
た
際
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
3
）

い
ず
れ
も
稲
波
誠
が
代
わ
っ
て
読
師
を
つ
と
め
た
。
そ
し
て
、
稲
波
誠
は
、

こ
の
時
の
功
績
が
認
め
ら
れ
て
か
、
同
年
九
月
朔
日
条
に
、
「
稲
波
主
膳
参
院

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
4
）

之
事
、
右
は
昨
日
内
舎
人
正
六
位
下
、
蒙
御
推
任
叙
候
二
付
参
院
候
也
」
と
、

叙
任
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
他
、
井
上
主
税
の
詳
細
に
つ
い
て
は
不
明
で
あ
る

が
、
学
識
高
い
人
物
が
、
雑
掌
に
任
じ
ら
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

一122　一



2
　
学
習
院
学
問
所
概
要

（
1
）
　
漢
魂
和
魂

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
5
）

　
学
習
院
学
問
所
の
設
立
に
あ
た
り
、
学
則
と
条
目
が
定
め
ら
れ
た
。
大
久

保
利
謙
氏
に
よ
る
と
、
学
則
は
、
学
習
院
学
問
所
学
頭
勘
解
由
小
路
資
善
と

同
学
頭
東
坊
城
聡
長
の
作
で
あ
る
と
い
う
。
そ
し
て
、
武
家
の
教
育
に
対
し
、

「
別
個
の
特
色
の
発
揮
を
図
っ
た
」
廷
臣
教
育
の
表
明
で
あ
る
と
し
、
幕
府

官
学
の
儒
教
を
否
定
で
き
ず
「
和
魂
漢
才
」
を
体
現
し
た
学
則
を
表
記
し
た

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
6
）

が
、
国
学
中
心
の
教
学
思
想
で
あ
る
と
主
張
し
た
。
し
か
し
、
具
体
的
に
学

則
を
検
討
し
て
み
る
と
、

　
　
学
則
之
事
　
　
　
履
聖
人
之
至
道
　
　
　
　
崇
皇
国
之
酪
風

　
　
　
　
　
　
　
　
　
不
読
聖
経
何
以
修
身
　
　
不
通
国
典
何
以
養
正

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
明
弁
之
　
　
　
　
　
　
務
行
之

と
あ
り
、
「
聖
教
」
で
あ
る
漢
籍
を
学
ぶ
こ
と
で
身
を
修
め
、
「
国
典
」
で
あ

る
日
本
の
古
典
に
通
じ
る
こ
と
で
、
正
道
を
養
成
す
る
こ
と
を
務
め
て
行
う

と
あ
る
。
つ
ま
り
、
儒
学
を
学
ぶ
こ
と
で
身
を
修
め
、
日
本
の
「
国
典
」
を

明
ら
か
に
す
る
こ
と
を
通
じ
て
正
道
を
実
践
で
き
る
の
だ
と
い
う
趣
旨
は
対

句
に
な
っ
て
お
り
、
両
方
そ
ろ
っ
て
は
じ
め
て
学
問
を
学
ぶ
こ
と
が
で
き
る

の
だ
と
い
う
漢
魂
和
魂
を
基
礎
と
し
て
い
る
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
学
習
院
学
問
所
の
学
則
が
、
講
義
等
に
ど
の
よ
う
に
反
映
し
た
の

か
と
い
う
と
、
学
習
院
学
問
所
で
は
、
設
立
時
に
漢
籍
を
テ
キ
ス
ト
と
す
る

漢
書
会
の
み
が
開
講
さ
れ
、
和
書
を
テ
キ
ス
ト
と
す
る
和
書
会
が
開
講
さ
れ

る
の
は
、
設
立
し
て
か
ら
二
年
後
の
嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
か
ら
で
あ
っ

た
。
な
ぜ
、
学
習
院
学
間
所
設
立
時
に
、
和
書
会
が
開
講
さ
れ
な
か
っ
た
の

か
、
具
体
的
な
経
緯
は
不
明
で
あ
る
が
、
和
書
会
が
開
講
し
た
契
機
は
、
『
三

条
実
万
公
記
』
嘉
永
元
年
（
一
八
四
八
）
八
月
一
日
条
に
よ
る
と
、
関
白
鷹

司
政
通
が
三
条
実
万
へ
、
「
殿
下
予
一
人
被
招
示
給
（
中
略
）
兼
而
和
書
稽
古

有
之
度
御
趣
意
之
間
、
本
朝
之
書
籍
可
被
始
、
或
歴
史
之
会
可
被
始
興
云
々
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
8
）

右
も
伝
奏
・
学
頭
よ
り
可
申
立
被
命
云
々
」
と
、
弘
化
三
年
（
一
八
四
六
）

に
死
去
し
た
仁
孝
天
皇
が
、
和
書
の
稽
古
を
行
う
よ
う
に
と
の
御
趣
意
が
あ
っ

た
の
で
、
伝
奏
、
学
頭
か
ら
申
し
立
て
る
よ
う
に
と
命
じ
ら
れ
た
こ
と
に
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
仁
孝
天
皇
の
意
向
は
、
天
保
後
期
、
仁
孝
天
皇
の
御
前

で
、
学
識
高
い
近
臣
ら
と
開
い
て
い
た
天
皇
「
御
会
」
に
基
づ
く
意
向
と
考

　
　
（
1
9
）

え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
学
習
院
学
問
所
設
立
の
趣
旨
か
ら
考
え
て
も
、
ま

ず
は
学
問
の
基
礎
を
学
ぶ
こ
と
を
目
的
と
し
て
漢
書
会
を
開
講
し
、
漢
書
会

の
講
義
が
軌
道
に
乗
っ
て
か
ら
和
書
会
を
開
講
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
ま
た
、
図
1
に
あ
る
学
習
院
学
問
所
の
開
講
状
況
で
は
、
設
立
当
初
、
漢

書
会
は
九
の
つ
く
日
に
月
三
回
行
わ
れ
、
和
書
会
は
毎
月
二
十
六
日
に
行
わ

れ
て
い
た
。
そ
し
て
、
元
治
元
年
（
文
久
四
年
）
（
一
八
六
四
）
に
は
、
漢
書

会
は
、
三
の
つ
く
日
に
も
開
講
さ
れ
、
ひ
と
月
に
六
回
講
義
が
行
わ
れ
る
よ

う
に
な
り
、
和
書
会
は
⊥
ハ
の
つ
く
日
と
月
三
回
に
講
義
日
が
増
設
さ
れ
た
の

　
（
2
0
）

で
あ
る
。
、
ま
た
、
漢
書
会
で
は
、
そ
れ
ま
で
『
史
記
』
な
ら
『
史
記
』
だ
け

を
講
義
し
て
い
た
の
が
、
『
史
記
』
と
『
漢
書
』
と
二
つ
の
講
義
が
行
わ
れ
、

一
日
の
講
義
回
数
も
増
加
し
た
。
そ
の
た
め
、
漢
書
会
、
和
書
会
の
慌
講
比
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図
1
　
学
習
院
学
問
所
開
講
記
録
（
『
御
日
記
』
・
『
学
習
院
仮
日
記
』
か
ら
作
成
）

慶
応
3
年
　
6
5
回

慶
応
2
年
　
8
4
回

慶
応
1
年
　
4
1
回

（
元
治
1
年
）

文
久
4
年
　
4
5
回

文
久
3
年
　
な
し

文
久
2
年
　
4
1
回

文
久
1
年
　
な
し

万
延
1
年
　
4
3
回

安
政
6
年
　
3
6
回

安
政
5
年
　
な
し

安
政
4
年
　
な
し

安
政
3
年
　
3
7
回

安
政
2
年
　
2
1
回

安
政
1
年
　
な
し

嘉
永
6
年
　
3
7
回

嘉
永
5
年
　
な
し

嘉
永
4
年
　
3
7
回

嘉
永
3
年
　
2
0
回

嘉
永
2
年
　
な
し

嘉
永
1
年
　
な
し

弘
化
5
年
　
な
し

弘
化
4
年
　
な
し

（
閾
会
1
回
）
四
季
・
4
月
か
ら
開
講

（
闘
会
3
、
5
回
）
四
季

（
關
会
2
回
）
秋
冬

（
閾
会
0
回
）
四
季
・
7
月
1
2
日
～
1
0
月
8
日
迄
の
記
録
な
し

（
闘
会
8
回
）
四
季
・
閏
月
あ
り

（
闘
会
3
回
）
四
季
・
閏
月
あ
り

（
關
会
3
回
）
四
季

（
闘
会
5
回
）

四
季

四
季

（
關
会
4
回
）
四
季

（
關
会
4
回
）
四
季

（
關
会
0
回
）
春
秋

開
講
回
数
　
1
2

4
3
　
　
　
1
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率
を
比
べ
る
と
、
嘉
永
二
年
に
は
、
漢
書
会
三
回
に
対
し
て
和
書
会
一
回
と
、

三
対
一
で
あ
っ
た
の
が
、
元
治
元
年
か
ら
は
、
漢
書
会
十
二
回
に
対
し
て
和

書
会
三
回
と
、
四
対
一
に
な
り
、
さ
ら
に
漢
書
会
に
重
点
が
置
か
れ
た
の
で

あ
る
。
す
な
わ
ち
、
学
習
院
学
間
所
で
は
、
学
則
に
お
い
て
、
儒
学
と
国
学

を
並
列
に
据
え
、
両
者
そ
ろ
っ
て
初
め
て
学
問
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
の
だ

と
掲
げ
な
が
ら
、
実
際
は
儒
学
が
中
心
に
据
え
ら
れ
、
そ
の
方
針
は
、
設
立

し
て
か
ら
閉
講
す
る
ま
で
変
わ
ら
な
か
っ
た
。

　
そ
こ
で
、
次
節
で
は
、
漢
書
会
と
和
書
会
に
出
席
し
て
い
た
公
家
の
人
数

や
、
設
立
し
て
か
ら
閉
講
す
る
ま
で
の
出
席
者
数
は
ど
の
よ
う
に
推
移
し
た

の
か
に
つ
い
て
考
察
し
た
い
。

（
2
）
　
漢
書
会
・
和
書
会
の
参
加
人
数

　
漢
書
会
、
和
書
会
に
つ
い
て
は
、
開
講
し
た
す
べ
て
の
講
義
に
つ
い
て
、

参
加
登
録
者
数
や
出
席
人
数
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
し
か
し
、

　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
1
）

『
学
習
所
御
用
掛
雑
記
』
に
は
、
講
義
に
出
席
し
た
堂
上
と
非
蔵
人
の
人
数

が
一
部
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
明
ら
か
に
な
る
範
囲
の
参
加
人
数
を
表

に
記
し
た
も
の
が
表
2
で
あ
る
。

　
講
義
に
は
、
「
読
上
」
と
い
わ
れ
る
テ
キ
ス
ト
の
講
読
を
担
当
す
る
公
家
が

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

出
席
し
た
ほ
か
、
堂
上
の
聴
衆
と
推
参
、
非
蔵
人
の
聴
衆
と
推
参
が
参
加
し

た
。
聴
衆
と
推
参
の
違
い
に
つ
い
て
は
、
学
習
院
条
目
で
は
、
学
問
所
へ
の

参
加
年
齢
を
、
十
五
歳
以
上
四
十
歳
未
満
の
者
と
規
定
し
て
お
り
、
参
加
資

格
内
の
者
が
聴
衆
で
あ
る
。
そ
し
て
、
四
十
歳
以
上
の
者
も
、
手
続
き
を
行

え
ば
参
加
す
る
こ
と
が
で
き
、
そ
の
よ
う
な
出
席
者
を
推
参
と
い
っ
た
。

　
表
2
に
よ
る
と
、
学
習
院
学
問
所
が
開
講
し
て
か
ら
嘉
永
二
年
（
一
八
四

九
）
ま
で
の
漢
書
会
出
席
者
数
は
、
堂
上
の
聴
衆
は
、
六
十
人
か
ら
七
十
人

程
で
あ
り
、
推
参
は
十
人
程
で
あ
る
。
し
か
し
、
文
久
期
に
は
、
出
席
人
数

が
極
端
に
減
少
し
、
慶
応
二
年
（
一
八
六
六
）
以
降
も
、
出
席
者
数
が
減
少

し
た
状
態
が
続
い
て
い
る
。
堂
上
の
出
席
者
数
に
い
た
っ
て
は
、
嘉
永
期
の

三
分
の
一
以
下
で
あ
る
。
ま
た
、
慶
応
二
年
六
月
十
三
日
条
に
は
、
「
漢
書
は

読
上
堂
上
方
御
不
参
付
、
壱
人
も
無
之
故
、
今
会
ハ
御
ヤ
メ
被
成
候
事
、
依

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
3
）

而
貫
名
右
近
、
即
刻
退
出
候
事
」
と
あ
り
、
漢
書
会
で
「
読
上
」
を
担
当
す

る
公
家
が
一
人
も
出
席
し
な
い
た
め
、
休
会
と
な
る
こ
と
が
あ
っ
た
。
以
上

か
ら
、
文
久
期
以
降
、
学
習
院
学
問
所
へ
出
席
す
る
公
家
が
大
幅
に
減
少
し

て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
前
節
で
は
、
元
治
元
年
（
文

久
四
年
）
（
一
八
六
四
）
以
降
、
講
義
日
が
増
設
さ
れ
た
こ
と
を
指
摘
し
た
が
、

講
義
に
出
席
す
る
公
家
は
大
幅
に
減
少
し
て
い
た
の
で
あ
る
。
こ
の
、
文
久

期
に
出
席
者
数
が
減
少
し
た
理
由
に
つ
い
て
は
、
文
久
二
、
三
年
の
一
時
期
、

学
習
院
学
間
所
の
講
堂
が
政
治
的
な
空
間
と
し
て
利
用
さ
れ
、
様
々
な
人
の

出
入
り
が
激
し
く
、
ま
た
、
堂
上
や
非
蔵
人
ら
も
国
事
が
多
忙
に
な
っ
た
た

　
　
　
　
　
（
2
4
）

め
と
考
え
ら
れ
る
。
し
か
し
、
元
治
元
年
以
降
、
開
講
日
が
増
加
す
る
一
方

で
、
出
席
者
数
が
減
少
し
た
状
態
に
つ
い
て
は
説
明
が
つ
か
ず
、
本
多
辰
次

郎
氏
、
大
久
保
利
謙
氏
は
、
開
講
日
が
増
加
し
た
点
は
指
摘
し
て
い
る
が
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

出
席
者
数
が
減
少
し
て
い
た
事
実
に
つ
い
て
は
触
れ
て
い
な
い
。
つ
ま
り
、
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表2　学習院学問所出席者数（大学校・学習所御用掛雑記八』（宮内庁書陵部所蔵）から作成）

元号 月日 堂上聴衆 堂上　参 非蔵人聴， 非蔵人推 備考

弘化四年 4月9日 一＊ 一 11人
4月糟日 77人 9人 16人
4月29日 71人 17人 15人
5月9日 76人 15人 11人
5月19日 76人 18人 14人
5月29日 73人 14人 12人
6月9日 76人 14人 16人
6月19日 一 一 一
6月29日 78人 9人 17人
フ月9日 82人 12人 20人
7月19日 70人 12人 12人
7月29日 70人 13人 19人
8月9日 71人 12人 24人
8月19日 54人 10人 14人
8月29日 68人 13人 16人
10月4日 62人 12人 15人
10月17日 一 一 一 女院崩御

12　19日 45人 3人 6
氷元 2月14日 72人 19人 8人 4人

2月19日 66人 13人 5人 1人
2月29日 58人 12人 12人 4人
3月9日 69人 15人 14人 5人
3月22日 61人 14人 12人 4人
3月29日 60人 10人 9人 6人
4月9日 68人 15人 8人 3人
4月19日 61人 11人 6人 4人
4月29日 63人 10人 11人 3人
5月9日 61人 9人 10人 4人
5月19日 58人 10人 10人 4人
6月9日 53人 10人 11人 3人
6月18日 70人 9人 14人 3人
6月29日 58人 12人 10人 4人
7月9日 63人 11人 16人 1人
7月19日 49人 14人 16人 7人
7月29日 62人 10人 10人 14人
8月9日 26人 6人 12人 2人
8月19日 61人 10人 13人 1人
未詳 44人 10人 12人 1人
8月29日 61人 10人 13人 1人
9月19日 59人 14人 16人 2人
9月29日 一 一 一 一
10月9日 67人 7人 13人 4人
10月19日 49人 6人 8人 4人
10　29日 一 一 一 一 駐　の　日記　なし

永2 2月19日 76人 18人 19 3

2月23日
34人（徳大等以下

R3ム2人王豊1
12人（烏丸以

ﾜ12ム≧ 一
　　　　　P 　　　　　　　　　．

a書会

2月29日 58人 　　　　印P4人 　　　　　　吻P3人 4人
・　　　　　　　　噌

3月9日 71人 17人 10人 3人
3月19日 76人 13人 14人 3人
3月26日 一 一 ｝ 一
3月29日 55人 斜人 11人 3人
4　9日 64人 18人 11人 4人 蹉下の　日記」な

久3年 11月9日 20人 3

11月19日 22人 3人
11月26日 一 『 一 一 欠会

11　29日 一 一 一 一
文久4 2月9日 52人 5人 2人

慶応元年 2月3日 33人 2人 2人 12月に丁祭記事あり

2 2月3日 24人 3人 2人
2月9日 30人 7人
2月13日 （史記読上5人） 読上人数のみ

（漢書読上4人）

2月16日 （堂上読上5人）

2月19日 一 一
2月26日 2人 読上人数のみ

2月29日 7人 読上人数のみ
3月6日 一 ｝
3月9日 23人 8人
3月13日 （史記読上5人） 読上人数のみ

（漢書読上3人）

3月15日 一 ｝
3月16日 一 『
3月26日 記載なし
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3月29日 一 4人
4月3日 一 一
4月6日 （堂上読上5人） 読上人数のみ
4月9日 一 一 各不参
4月13日 記載なし

4月16日 （堂上読上4人） 読上人数のみ
4月19日 記載なし

4月23日 （堂上読上5人） 読上人数のみ
4月26日 記載なし

4月29日 『 一
5月3日 （堂上読上5人） 読上人数のみ
5月6日 （堂上読上4人） 読上人数のみ
5月9日 31人 4人
5月13日 記載なし

5月16日 記載なし

5月19日 一 一
5月23日 （堂上読上3人） 読上人数のみ
5月26日 記載なし

5月29日 24人 4人
6月3日 記載なし

6月6日 記載なし

6月9日 34人 25人
6月13日 （史記読上5人） 読上人数のみ

　　　　　　　，u漢書読上御人無之付御延引」
，

6月16日 記載なし

6月19日 （例之通） 18人
6月23日 （堂上読上5人） 読上人数のみ
6月26日 記載なし

6月29日 26人 19人
7月3日 一 一
7月6日 一 一
7月9日 26人 19人
7月16日 19人 21人
7月23日 丁祭
7月24日 丁祭
7月26日 「堂上例之通」 10人
7月29日 「堂上例之通」 17人
8月3日 （史記読上7人） 読上人数のみ

（漠書読上3人）
辱

8月6日 （堂上読上3人〉 読上人数のみ
8月9日 丁祭
8月10日 丁祭
8月11日 丁祭
8月13日 （史記読上8人） 読上人数のみ

（漢書読上3人）

8月16日 （堂上読上4人）
一

8月紺日 17人 13人
8月23日 （史記読上5人） 読上人数のみ

（漢書読上1人）

8月26日 11人 10人
9月3日 一 一 記載なし
9月6日 （堂上読上3人） 読上人数のみ9
月
1
3
日
曾

（史記読上5人）　　　　　　　　　，
読上人数のみ

「漢書依無人延引」 ，「
9月16日 （読上堂上3人） 読上人数のみ
9月19日 32人 19人
9月23日 （史記読上6人） 読上人数のみ

（漠書読上3人）

9月26日 一 『
9月29日 21人 9人
10月3日 7人 4人
10月6日 （堂上読上3人） 読上人数のみ
10月9日 28人
10月16日 （堂上読上4人） 読上人数のみ
10月19日 27人 13人
10月23日 記載なし
10月26日 17人 5人
10月29日 19人 12人
11月3日　　　，

読上人数のみ
（漢書2人）

11月6日 （堂上読上5人） 読上人数のみ
11月13日 （史記読上6人） 読上人数のみ

（漢魯読上2人）

11月15日 一 一
羽月16日 一 一
11月19日 一 『
羽月23日 記載なし
料月26日 6人 3人
判　29日 一 8
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慶応3年 4月13日 （堂上読上9人） 読上人数のみ
4月16日 （堂上読上5人） 読上人数のみ
4月19日 24人　　　　　　1人 フ人

4月29日 一 一
5月3日 （史記読上11人） 読上人数のみ

（漢書読上2人）

5月6日 （堂上読上4人） 読上人数のみ
5月9日 36人 12人5
月
1
3
日
“ （史記読上9人） 読上人数のみ

（漢書読上4人）

5月16日 一 一
5月19日 一 一
5月23日 一 一
5月26日 12人 6人
5月29日 一 一
6月3日 一 一
6月6日 （堂上読上5人） 読上人数のみ
6月9日 30人 12人
6月13日 （史記読上9人） 読上人数のみ

（漢書読上3人）

6月16日 （堂上読上6人） 読上人数のみ
6月19日 24人 11人
6月23日 （堂上読上6人） 読上人数のみ
6月26日 12入 10人
6月29日 18人 9人
7月3日 （堂上読上11人） 読上人数のみ
7月6日 （堂上読上4人） 読上人数のみ
7月9日 21人 14人
7月19日 23人 15人
7月23日 （堂上読上7人） 読上人数のみ
7月26日 一 一
7月29日 一 13人8
月
3
日
「 （史記読上9人） 読上人数のみ

（漢書読上5人）

8月6日 （堂上読上5人）　（聴聞2人）

8月9日 一 　
8月13日 一 一
8月16日 一 一
8月19日 一 一
8月23日 （史記読上9人） 読上人数のみ

（漢書読上6人）

8月26日 一 9人
8月29日 32人 11人
9月3日 （史記読上8人） 読上人数のみ

　　　　　　　　　曾i漢書読上4人）
9月6日 （堂上読上6人）

9月13日 （堂上読上8人） 読上人数のみ
9月16日 （堂上読上7人） 読上人数のみ
9月19日 一 一
9月23日 一 一
9月26日 10人 3人
9月29日 26人 12人
10月3日 （史記読上7人） 読上人数のみ

（漢書読上6人）

10月6日 （堂上読上4人） 読上人数のみ
10月9日 一 一
10月13日 （史記読上7人） 読上人数のみ

（漢書読上5人）

10月16日 （堂上読上6人） 読上人数のみ
10月19日 一 3人
10月23日 一 一
10月26日 一 3人
10月29日 12人 4人
11月3日 （史記読上7人） 読上人数のみ

（漢書読上5人）　　　　・

11月6日 一 一
11月9日 一 一
11月13日 （史記読上8人） 読上人数のみ

（漢書読上6人）

11月16日 （堂上読上8人） 読上人数のみ
11月19日 一 一
11月23日 （史記読上2人） 読上人数のみ

（漢書読上1人）
’

11月26日 一 一
11月29日 一 一

＊日付は記れているカ、人数力記されていない日は一」で表記。

一128一



文
久
期
以
前
と
以
後
と
で
は
、
学
習
院
学
問
所
の
果
た
す
役
割
に
何
ら
か
の

変
化
が
生
じ
た
た
め
、
そ
の
結
果
が
出
席
者
数
に
あ
ら
わ
れ
て
い
る
の
で
は

な
い
だ
ろ
う
か
。

　
ま
た
和
書
会
に
つ
い
て
は
、
『
学
習
所
御
用
掛
雑
記
』
嘉
永
二
年
二
月
二
十

三
日
条
に
、
出
席
者
数
が
記
さ
れ
て
お
り
、
堂
上
の
出
席
者
数
は
、
聴
衆
が

三
十
四
人
で
、
欠
席
が
二
人
と
あ
る
。
さ
ら
に
、
推
参
は
十
二
人
と
あ
る
こ

と
か
ら
、
和
書
会
へ
参
加
登
録
し
て
い
る
者
は
全
部
で
四
十
八
人
で
あ
る
。

漢
書
会
に
参
加
登
録
し
て
い
る
堂
上
の
人
数
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き

な
い
が
、
表
2
に
お
い
て
、
も
っ
と
も
出
席
者
が
多
い
弘
化
四
年
七
月
九
日

条
で
は
、
堂
上
の
聴
衆
が
八
十
二
人
、
推
参
が
十
二
人
と
、
あ
わ
せ
て
九
十

四
人
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
和
書
会
の
参
加
者
は
、
漢
書
会
と
比
べ
る
と
、
半

分
程
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
参
加
人
数
に
お
い
て
も
、
漢
書
会
が
、
圧
倒

的
に
多
か
っ
た
の
で
あ
る
。

　
そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
文
久
期
以
前
の
学
習
院
学
問
所
の
果
た
し
た
役
割

を
考
え
る
う
え
で
、
漢
書
会
、
和
書
会
で
行
わ
れ
て
い
た
講
義
に
は
、
ど
の

よ
う
な
特
徴
が
あ
っ
た
の
か
、
漢
書
会
、
和
書
会
で
講
義
を
行
っ
た
講
師
の

任
命
経
緯
を
通
じ
て
考
察
を
行
う
。

3
　
漢
書
会
・
和
書
会
講
師

（
1
）
　
漢
書
会
講
師
任
命

学
習
院
学
問
所
が
設
立
し
て
か
ら
閉
講
す
る
ま
で
に
漢
書
会
の
講
師
に
任

命
さ
れ
た
人
物
に
つ
い
て
、
表
3
に
記
し
た
。
ま
た
、
漢
書
会
講
師
の
任
命

経
緯
に
つ
い
て
は
、
『
御
日
記
』
弘
化
四
年
六
月
九
日
条
か
ら
明
ら
か
と
な
る
。

す
な
わ
ち
、

　
　
一
土
山
参
院
之
事

昨
日
御
招
二
付
勘
解
由
小
路
殿
御
別
荘
え
参
上
、
井
上
・
稲
波
両
人
、

維
貞
当
番
不
参
、
右
二
付
即
刻
御
面
会
、
今
日
学
習
院
儒
者
被
仰
付
候

間
、
可
立
会
之
旨
被
仰
付
畏
諾
申
上
、
前
以
寺
島
俊
平
参
上
、
両
人
出

会
之
処
、
今
日
徳
大
寺
殿
え
依
召
参
上
之
処
、
今
般
学
習
院
御
取
建
二

付
、
講
師
御
用
被
仰
付
候
、
御
請
被
申
上
候
哉
之
旨
、
以
御
雑
掌
被
仰

渡
奉
畏
候
、
九
条
殿
え
一
応
伺
之
上
御
請
可
申
上
之
由
申
上
候
処
、
御

当
家
え
参
上
可
仕
旨
被
申
渡
候
得
、
参
上
之
旨
無
程
前
中
納
言
殿
（
勘

解
由
小
路
資
善
）
御
面
会
両
人
御
同
間
二
伺
候
、

　
今
度
学
習
院
御
取
建
二
付
、
儒
者
被
仰
付
候
御
請
可
申
上
哉
、
右
授

　
仰
渡
候
処
、
猶
一
応
九
条
殿
え
伺
之
上
御
請
可
申
上
之
由
也
、
退
席

　
之
上
両
人
よ
り
心
得
申
入
御
伺
之
上
御
請
被
申
上
候
節
、
徳
大
寺
殿

　
二
而
御
礼
廻
勤
箇
所
可
相
伺
候
、
尚
亦
御
請
之
儀
は
当
殿
え
可
御
申

　
上
之
旨
申
入
候
旨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
牧
善
輔

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
大
沢
雅
五
郎

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
中
沼
了
三

右
三
人
、
昨
夜
伊
奈
遠
江
守
殿
御
役
宅
え
被
召
出
、
今
日
巳
刻
、
徳
大

寺
殿
え
学
習
院
御
用
二
付
参
上
可
仕
旨
被
申
渡
候
、
只
今
罷
出
候
処
学
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習
所
講
師
被
仰
付
二
付
何
れ
も
篤
と
勘
考
之
上
、
今
明
日
中
二
御
請
可

申
上
、
猶
御
当
殿
え
可
罷
出
被
申
渡
二
付
、
参
上
之
由
即
言
上
之
処
、

無
極
御
対
面
、
俊
平
召
被
仰
渡
同
様
、
但
講
師
と
被
謂
旨
、
三
人
一
席

拝
承
退
席
之
後
、
三
人
よ
り
内
々
伺
度
旨
、
詰
講
被
仰
付
未
熟
之
務
二

力
及
丈
ケ
御
奉
公
可
仕
候
得
共
、
御
同
様
之
勤
振
二
御
座
候
哉
、
不
覚

悟
二
付
御
請
申
上
候
而
恐
入
候
由
二
付
、
先
内
々
御
趣
意
相
伺
度
由
二

而
此
段
相
窺
候
処
、
尤
之
由
内
意
可
申
聞
は
、
学
習
院
御
執
建
は
博
文

強
識
文
章
之
憂
二
不
相
拘
、
専
孝
敬
忠
恕
徳
行
之
通
教
記
被
為
在
度
御

趣
意
故
其
段
可
相
心
、
且
会
日
月
三
ケ
度
五
人
申
合
可
致
出
席
、
其
度

二
被
柄
り
之
中
飯
以
料
物
被
下
候
旨
、
右
等
之
訳
柄
被
仰
付
候
得
段
、

両
人
及
演
舌
候
処
、
三
人
申
談
明
日
中
御
請
申
上
候
由
二
付
、
俊
平
え

申
達
候
通
御
請
之
辺
二
付
心
得
方
申
述
置
候
事
、

但
、
五
人
二
被
課
候
内
、
壱
人
は
岡
田
六
蔵
也
、
旧
年
来
疾
気
之
由
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
6
）

　
　
　
昨
夜
、
依
所
労
不
参
御
断
申
上
候
由
也

と
あ
り
、
昨
日
、
学
習
院
学
間
所
学
頭
勘
解
由
小
路
資
善
の
別
荘
へ
、
雑
掌

で
あ
る
井
上
と
稲
波
が
招
か
れ
面
会
し
た
。
そ
の
際
、
本
日
、
学
習
院
学
問

所
講
師
と
な
る
儒
者
が
任
命
さ
れ
る
た
め
、
立
ち
会
う
よ
う
に
と
の
こ
と
で

あ
る
。
た
だ
し
、
九
条
家
家
臣
で
あ
る
寺
嶋
俊
平
は
、
既
に
参
上
し
、
雑
掌

と
面
会
し
た
と
こ
ろ
、
寺
嶋
は
、
武
家
伝
奏
徳
大
寺
実
堅
か
ら
の
お
召
し
に

よ
り
参
上
し
、
学
習
院
学
問
所
講
師
に
任
命
さ
れ
、
講
師
を
引
き
受
け
る
か

に
つ
い
て
は
、
雑
掌
へ
伝
え
る
よ
う
に
と
の
こ
と
を
承
っ
た
と
申
し
た
。
雑

掌
は
、
九
条
尚
忠
へ
伺
い
の
上
、
講
師
を
引
き
受
け
る
旨
を
申
し
渡
し
た
。

ま
た
、
牧
善
輔
、
大
沢
雅
五
郎
、
中
沼
了
三
ら
は
、
京
都
町
奉
行
所
西
町
奉

行
伊
奈
遠
江
守
斯
繧
の
役
宅
へ
召
し
出
さ
れ
、
伊
奈
遠
江
守
か
ら
、
徳
大
寺

実
堅
へ
「
学
習
院
御
用
」
に
つ
い
て
、
参
上
す
る
よ
う
に
と
申
し
渡
さ
れ
、

参
上
し
た
と
こ
ろ
、
講
師
に
任
命
す
る
の
で
、
よ
く
勘
考
し
た
う
え
、
今
日

明
日
中
に
引
き
受
け
る
旨
を
申
し
上
げ
よ
と
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
そ
し
て
、

学
習
院
学
問
所
に
、
牧
・
大
沢
・
中
沼
ら
が
参
上
し
た
と
こ
ろ
、
程
な
く
徳

大
寺
実
堅
と
対
面
と
な
り
、
寺
嶋
俊
平
が
召
さ
れ
た
の
と
同
様
に
講
師
が
仰

せ
つ
け
ら
れ
た
。
た
だ
し
、
三
人
は
、
一
度
退
出
し
た
後
、
雑
掌
に
、
内
々

に
学
習
院
学
間
所
の
趣
意
を
伺
い
た
い
と
尋
ね
て
き
た
。
そ
こ
で
、
雑
掌
は
、

学
習
院
学
問
所
設
立
の
趣
旨
は
、
知
識
が
あ
る
者
、
文
章
が
ま
ま
な
ら
な
い

者
に
拘
わ
ら
ず
、
目
上
の
人
を
敬
い
、
思
い
や
り
を
も
ち
、
道
徳
に
か
な
っ

た
行
い
を
教
化
す
る
た
め
で
あ
る
と
述
べ
た
。
ま
た
、
当
日
、
病
の
た
め
不

参
で
あ
っ
た
岡
田
六
蔵
か
ら
は
、
翌
日
、
漢
書
会
講
師
を
引
き
受
け
る
と
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
7
）

書
状
が
学
習
院
学
問
所
へ
送
ら
れ
て
き
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
は
、
学
習
院
学
問
所
漢
書
会
の
講
師
に
任
命
さ
れ
た
人
物
だ
け

で
な
く
、
学
習
院
学
問
所
設
立
の
趣
旨
が
明
ら
か
と
な
る
。
す
な
わ
ち
、
学

習
院
学
問
所
は
、
学
問
を
行
う
こ
と
で
、
道
徳
心
を
養
う
こ
と
、
つ
ま
り
身

を
修
め
る
こ
と
を
目
的
と
し
て
お
り
、
「
「
聖
人
の
道
」
を
め
ざ
し
「
己
を
修

め
る
」
」
こ
と
を
志
す
儒
学
の
思
想
が
あ
ら
わ
れ
て
い
る
。
そ
し
て
、
儒
学
で

は
、
さ
ら
に
「
人
を
治
め
る
」
と
い
う
政
治
的
価
値
の
実
現
を
目
指
す
も
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

で
あ
る
こ
と
を
忘
れ
て
は
な
ら
な
い
。
そ
こ
で
、
講
師
に
任
命
さ
れ
た
人
物

の
経
歴
を
明
ら
か
に
し
た
い
。
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表3　漢書会・和書会講師

漢書会講師 （大久保利謙「幕末の学習院」、笠井助春『近世藩校に於ける学統学派の研究』（吉川弘文館、一九六九年）

名前 就任時期 退任　期 出仕名 身分 学派

寺島俊平 弘化4年6月 （嘉永2年） 藤原天祐 九条家家臣 一 嘉永2年死去
岡田六蔵 弘化4年6月 （嘉永3年） 源亀 一 岩垣龍渓門下

牧善輔 弘化4年6月 文久3年 藤原親 一 頼山陽門下 文久3年2月死去

大沢雅五郎 弘化4年6月 文久3年7月 藤原敬遙 一
鈴木恕平門下→山口
寰R門下

中沼了三 弘化4年6月 休会まで就任 藤原之舜 （父は医者中沼養硯） 鈴木恕平門下

合谷三吉 文久3年2月 休会まで就任 劉識 一 広瀬淡窓門下

梅辻平祐 慶応元年2月 休会まで就任 祝部更張 妙法院門室儒士 一

貫名右近 慶応元年2月 休会まで就任 藤原祁 一条家儒士 一

秋田稲人 慶応元年2月 休会まで就任 源晴 一 一

和書会読師 （『学習院仮日記』（宮内庁書陵部所蔵）から作成）

名前 就任時 退任時 出仕名 分 学派 考

小泉将曹康敬 嘉永2年2月 嘉永5年6月 坂上康敬 三条西家外記 本居大平門下 嘉永5年6月死去

勢多大判事章武 嘉永5年6月 安政5年5月 中原章武 地下官人 一 安政5年5月死去

谷森善臣 安政6年5月 休会まで就任 平種黍 三条西家外記 伴信友門下

出雲路定信 安政6年5月 休会まで就任 斎部定信 下御霊神社神主 一

樹下茂国 （文久元年） 休会まで就任 祝祁茂国 日吉神社神官 一

1
一
〇
う
一



　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
9
）

　
ま
ず
、
牧
善
輔
は
、
美
濃
文
殊
村
に
生
ま
れ
、
頼
山
陽
に
学
ん
だ
。
『
平
安

人
物
志
』
天
保
九
年
（
一
八
三
八
）
版
の
儒
家
に
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
こ

と
か
ら
、
学
習
院
学
問
所
が
開
講
す
る
前
か
ら
儒
者
と
し
て
知
ら
れ
た
人
物

で
あ
っ
た
。
ま
た
、
中
沼
了
三
は
、
文
化
十
三
年
（
一
八
一
六
）
に
隠
岐
に

生
ま
れ
、
天
保
⊥
ハ
年
（
一
八
三
五
）
に
京
都
に
遊
学
し
、
崎
門
学
派
浅
見
綱

斎
の
学
統
で
あ
る
鈴
木
恕
平
に
学
ん
だ
。
そ
し
て
、
天
保
十
四
年
に
葵
園
浅

見
安
正
の
学
統
を
承
け
、
京
都
に
開
塾
し
た
。
『
平
安
人
物
志
』
に
は
、
嘉
永

五
年
（
一
八
五
二
）
版
か
ら
名
前
が
記
さ
れ
、
講
師
に
任
命
さ
れ
た
五
人
の

中
で
唯
一
人
、
学
習
院
学
問
所
閉
講
ま
で
講
師
を
つ
と
め
た
人
物
で
あ
る
。

ま
た
、
安
政
四
年
（
一
八
五
七
）
か
ら
、
仁
和
寺
宮
嘉
彰
親
王
の
侍
講
と
な

り
、
戊
辰
戦
争
に
際
し
て
は
、
軍
事
総
裁
と
な
っ
た
嘉
彰
親
王
の
参
謀
と
し

て
活
躍
し
明
治
以
降
、
新
政
府
の
方
針
で
、
学
習
院
学
問
所
が
漢
学
所
と
皇

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
0
）

学
所
と
に
分
か
れ
て
開
講
し
た
後
は
、
漢
学
所
の
講
師
と
な
っ
た
。
大
沢
雅

五
郎
は
、
小
浜
出
身
で
、
中
沼
と
同
じ
く
鈴
木
恕
平
に
学
ん
だ
後
は
、
崎
門

学
派
山
口
菅
山
に
学
ん
だ
。
そ
し
て
、
文
久
三
年
（
一
八
⊥
ハ
三
）
に
病
を
理

由
に
講
師
を
辞
し
た
後
は
、
小
浜
藩
藩
儒
と
な
っ
た
。
岡
田
六
蔵
は
、
儒
者

岡
田
南
涯
の
息
男
で
あ
り
、
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
京
都
に
出
生
し
、

従
五
位
下
大
舎
人
権
助
岩
垣
龍
渓
（
三
善
彦
明
）
と
、
そ
の
養
子
で
正
五
位

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
1
）

下
大
舎
人
助
兼
音
博
士
岩
垣
東
園
（
源
松
苗
）
に
古
学
を
学
ん
だ
。
そ
し
て
、

嘉
永
二
年
（
一
八
四
九
）
十
二
月
に
死
去
し
た
岩
垣
東
園
に
か
わ
り
、
同
社

の
督
学
に
就
任
し
て
お
り
、
学
習
院
学
間
所
講
師
を
任
命
さ
れ
た
が
、
ほ
と

ん
ど
講
義
を
行
う
事
な
く
病
の
た
め
講
師
を
辞
し
た
。
以
上
の
四
人
が
、
な

ぜ
講
師
に
選
ば
れ
た
の
か
、
そ
の
経
緯
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
当
時
の

京
都
で
名
の
知
ら
れ
た
儒
者
で
あ
っ
た
こ
と
に
は
間
違
い
が
な
く
、
京
都
町

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
2
）

奉
行
所
を
通
じ
て
、
幕
府
か
ら
の
推
薦
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
一
方
で
寺
嶋
俊
平
は
、
九
条
家
家
臣
で
あ
っ
た
た
め
、
牧
、
中
沼
、
大
沢
、

岡
田
ら
と
は
別
に
、
武
家
伝
奏
徳
大
寺
実
堅
か
ら
講
師
に
任
命
さ
れ
た
の
で

あ
る
。
寺
嶋
は
、
『
平
安
人
物
志
』
文
化
十
年
（
一
八
＝
三
版
か
ら
儒
家
と

し
て
名
前
が
掲
載
さ
れ
て
お
り
、
儒
者
と
し
て
著
名
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、

学
習
院
学
問
所
で
は
、
講
義
を
ほ
と
ん
ど
行
わ
な
い
ま
ま
嘉
永
二
年
十
一
月

　
　
　
（
3
3
）

に
死
去
し
た
。

　
近
世
後
期
の
公
家
社
会
に
は
、
寺
嶋
俊
平
の
よ
う
に
、
侍
講
と
し
て
公
家

ら
に
漢
籍
を
教
授
し
た
儒
者
が
い
た
。
例
え
ば
、
野
宮
家
で
は
、
野
宮
定
静

は
、
田
山
従
事
や
茅
原
丈
助
か
ら
漢
籍
や
『
源
氏
物
語
』
を
教
授
さ
れ
、
野

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
謎
）

宮
定
功
の
幼
年
期
に
は
、
藤
原
有
孝
や
大
賀
尾
張
ら
が
い
る
。
ま
た
、
三
条

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
5
）

実
万
は
幼
年
期
に
曽
我
部
式
部
や
村
上
応
助
か
ら
漢
籍
を
教
授
さ
れ
て
い
た
。

し
か
し
、
そ
れ
ら
の
人
物
は
学
習
院
学
問
所
に
採
用
さ
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ

で
、
侍
講
の
経
歴
を
明
ら
か
に
し
て
み
る
と
、
田
山
従
事
は
、
明
和
三
年
（
一

七
六
六
）
に
伊
賀
上
野
村
に
生
ま
れ
、
崎
門
派
で
儒
学
を
学
ん
だ
。
そ
の
後
、

京
都
に
遊
学
し
、
小
澤
藍
庵
に
和
歌
を
学
び
、
藍
庵
門
人
四
天
王
の
一
人
と

　
　
　
　
　
　
　
（
3
6
）

称
さ
れ
た
人
物
で
あ
る
。
ま
た
、
藤
原
有
孝
は
、
父
は
藤
貞
幹
に
学
ん
だ
山

田
以
文
で
あ
り
、
漢
籍
ば
か
り
で
は
な
く
、
時
に
は
和
書
を
講
じ
た
。
他
、

経
歴
が
不
明
な
人
物
も
多
く
、
公
家
が
幼
年
期
に
教
養
を
学
ぶ
に
は
、
儒
者

で
な
く
と
も
事
足
り
た
の
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
学
習
院
学
問
所
設
立
に
際

一132一



し
て
は
、
儒
学
が
重
視
さ
れ
た
。
そ
の
た
め
、
京
都
で
名
の
知
ら
れ
た
儒
者

が
召
喚
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
公
家
は
、
そ
れ
ま
で
の
公
家
社
会
に
は
出
入
り

の
な
か
っ
た
儒
者
か
ら
漢
籍
を
学
ぶ
機
会
に
恵
ま
れ
た
の
で
あ
る
。

　
で
は
、
漢
書
会
で
は
、
ど
の
よ
う
な
講
義
が
行
わ
れ
て
い
た
か
と
い
う
と
、

四
書
五
経
を
テ
キ
ス
ト
と
し
、
一
章
か
ら
順
番
に
会
読
し
て
い
く
形
式
で
あ
っ

た
。
そ
の
た
め
、
講
義
に
お
い
て
講
師
の
思
想
が
反
映
す
る
と
い
う
こ
と
は

な
か
っ
た
。
し
か
し
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
以
降
、
異
国
船
来
航
問
題

で
揺
れ
る
政
治
情
勢
に
お
い
て
、
学
習
院
学
問
所
に
出
仕
し
て
い
た
大
沢
雅

五
郎
、
中
沼
了
三
、
牧
善
輔
ら
は
、
当
該
期
の
朝
廷
に
お
い
て
、
政
策
建
議

を
行
う
機
会
に
恵
ま
れ
、
学
習
院
学
問
所
で
の
講
義
以
外
で
、
講
師
ら
の
力

が
求
め
ら
れ
て
い
く
の
で
あ
る
。

　
例
え
ば
、
『
三
条
実
万
公
記
』
嘉
永
六
年
六
月
十
九
日
条
で
は
、
「
大
沢
雅

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
7
）

五
郎
来
、
彼
愚
按
条
々
申
述
候
処
、
尤
予
存
意
之
分
当
然
之
旨
申
了
」
と
あ

り
、
大
沢
雅
五
郎
が
、
三
条
実
万
の
許
を
訪
れ
、
異
国
船
来
航
に
つ
い
て
の

意
見
を
申
し
述
べ
て
い
る
。
ま
た
、
安
政
二
年
（
一
八
五
五
）
に
は
、
大
沢

は
、
三
条
実
美
の
侍
講
と
し
て
雇
わ
れ
、
三
条
家
を
訪
れ
る
に
際
し
て
、
実

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
8
）

万
へ
政
策
建
議
を
行
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
安
政
五
年
（
一
八
五

八
）
、
ペ
リ
ー
来
航
に
直
面
し
た
朝
廷
で
は
、
「
役
人
計
二
無
之
、
広
ク
可
被

相
尋
事
、
別
　
勅
二
候
得
者
中
山
・
三
条
・
醍
醐
・
八
条
・
五
条
、
学
院
に

陪
侍
候
儒
者
共
ノ
了
簡
亦
可
相
尋
糺
事
、
面
々
是
亦
勘
居
候
故
、
急
速
ニ
モ

　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
9
）

存
意
可
申
上
ト
存
候
事
」
と
、
学
習
院
学
問
所
講
師
で
あ
る
儒
者
ら
に
も
意

見
が
求
め
ら
れ
て
い
る
。
こ
の
時
、
大
沢
、
牧
、
中
沼
ら
が
何
ら
か
の
建
議

を
行
っ
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
が
、
講
師
と
し
て
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
的

に
も
そ
の
力
量
が
求
め
ら
れ
た
の
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
学
習
院
学
問
所
の

講
師
は
、
そ
れ
ま
で
の
公
家
の
侍
講
ら
に
は
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
政
治
力
を

兼
ね
備
え
た
人
物
、
「
「
聖
人
の
道
」
を
め
ざ
し
「
己
を
修
め
る
」
こ
と
を
志

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
〔
4
0
）

す
と
と
も
に
「
人
を
治
め
る
」
と
い
う
政
治
的
価
値
の
実
現
」
を
実
践
す
る

儒
者
で
あ
り
、
朝
廷
や
公
家
社
会
に
、
新
た
な
風
を
吹
き
込
む
こ
と
に
つ
な

　
　
　
　
　
（
4
1
）

が
っ
た
の
で
あ
る
。

（
2
）
　
和
書
会
講
師
任
命

　
和
書
会
は
、
学
習
院
学
問
所
が
設
立
し
て
か
ら
二
年
後
で
あ
る
嘉
永
二
年

（
一
八
四
九
）
に
開
講
さ
れ
た
。
開
講
当
初
の
講
師
に
は
、
三
条
西
家
家
臣

小
泉
将
曹
が
任
命
さ
れ
、
嘉
永
五
年
（
一
八
五
二
）
六
月
に
小
泉
が
死
去
し

た
後
は
、
同
年
同
月
か
ら
、
勢
多
大
判
事
章
武
が
講
師
に
任
命
さ
れ
た
。
そ

し
て
、
安
政
五
年
（
一
八
五
八
）
五
月
に
、
勢
多
が
死
去
す
る
ま
で
、
『
令
』
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
2
）

『
日
本
書
紀
』
、
『
続
日
本
量
易
臨
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
会
読
が
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
小
泉
、
勢
多
の
経
歴
を
明
ら
か
に
し
て
み
る
と
、
小
泉
将
曹
は
、
寛
政
十

年
（
一
七
九
八
）
に
出
生
し
、
山
城
乙
訓
郡
小
倉
神
社
官
職
小
泉
土
佐
の
養

子
と
な
っ
た
後
、
三
条
西
家
に
仕
え
た
。
本
居
大
平
に
学
び
、
天
保
期
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
3
）

讃
岐
高
松
で
国
史
編
修
の
た
め
孝
信
閣
に
勤
め
た
。
勢
多
章
武
は
、
本
姓
中

原
氏
で
代
々
明
法
博
士
大
判
事
を
踏
襲
す
る
地
下
官
人
で
あ
る
。
天
保
後
期

の
公
家
社
会
で
は
、
公
家
ら
が
私
的
に
集
ま
る
勉
強
会
が
多
く
開
か
れ
て
い
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た
が
、
野
宮
定
功
の
日
記
に
は
、
和
書
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
会
読
会
に
勢
多

が
招
か
れ
て
い
る
記
事
が
多
く
あ
り
、
定
功
は
、
勢
多
を
「
識
達
」
の
人
で

　
　
　
　
　
　
（
4
4
）

あ
る
と
評
し
て
い
る
。
こ
の
二
人
が
、
な
ぜ
講
師
に
選
ば
れ
た
の
か
、
そ
の

経
緯
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
小
泉
、
勢
多
は
地
下
官
人
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
漢
書
会
講
師
任
命
と
比
較
す
る
と
、
講
師
が
公
家
社
会
か
ら
任
命
さ
れ

た
と
い
う
違
い
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
小
泉
、
勢
多
の
知
識
が
優
れ
て
い
た
と

い
う
こ
と
で
あ
ろ
う
。

　
安
政
五
年
、
勢
多
が
死
去
し
た
後
、
和
書
会
は
一
年
以
上
闘
会
と
な
っ
た

が
、
安
政
⊥
ハ
年
（
一
八
五
九
）
四
月
、
二
人
の
国
学
者
が
新
た
に
講
師
と
し

て
任
命
さ
れ
た
。
す
な
わ
ち
、
同
年
四
月
二
十
二
日
条
に
は
、

一
土
山
安
芸
守
参
上
、
御
達
左
之
通

　
　
谷
森
外
記
　
三
条
西
家
来
両
替
丁
押
小
路
下
ル

　
　
出
雲
路
大
和
守
　
下
御
霊
神
主

　
　
右
、
両
人
来
ル
廿
九
日
巳
刻
、
学
習
所
え
出
頭
有
之
候
様
、
阿
野
中
将

　
　
殿
被
命
候
、
伍
此
段
右
両
人
え
可
相
達
候
二
付
、
早
速
申
遣
候
事

　
　
　
　
　
　
（
4
5
）

　
　
　
文
面
左
之
通

と
、
学
習
院
学
問
所
学
頭
阿
野
公
誠
か
ら
、
谷
森
善
臣
と
出
雲
路
定
信
が
学

習
所
へ
の
出
頭
を
命
じ
ら
れ
た
。
そ
し
て
、
同
年
同
月
二
十
五
日
条
に
は
、
「
谷

森
外
記
よ
り
書
状
来
、
所
労
二
付
廿
九
日
出
頭
之
義
難
相
成
候
（
中
略
）
外

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
6
）

記
子
息
為
名
代
参
上
可
仕
旨
二
付
」
と
、
谷
森
善
臣
か
ら
は
、
所
労
の
た
め
、

息
子
眞
男
が
代
参
す
る
と
記
さ
れ
た
書
状
が
到
来
し
て
い
る
。
ま
た
、
同
年

同
月
二
十
九
日
条
に
は
、

　
　
　
　
　
　
ロ
　
よ
　
リ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
な
　
　
ね

巳
刻
よ
り
参
上
出
雲
路
大
和
守
・
谷
森
外
記
所
労
二
付
代
伜
真
男

久
我
大
納
言
殿
、
阿
野
中
将
殿
列
座
、
五
条
前
中
納
言
殿
御
所
労
御
不

参
、
過
刻
於
講
堂
御
両
卿
御
逢
、
御
用
掛
・
雑
掌
、
今
度
和
書
御
会
読

被
為
在
候
二
付
、
其
節
々
出
勤
可
仕
之
旨
被
仰
付
、
大
和
守
は
外
記
不

参
之
節
は
出
仕
候
事

右
之
通
被
仰
付
候
処
、
敬
承
仕
退
座
、
姓
名
書
可
差
上
被
仰
付
、
即
四

ツ
折
相
認
弐
通

　
　
　
　
　
　
　
　
　
サ
ダ
ノ
ブ

　
　
出
雲
路
大
和
守
　
定
信

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
タ
ネ
マ
ツ

　
　
谷
森
外
記
　
　
　
平
種
套

右
一
紙
、
雑
掌
請
取
差
上
御
礼
箇
所
指
揮
、

関
白
殿
、
武
伝
広
橋
殿
、
同
坊
城
殿
、
伝
奏
久
我
殿
、
学
頭
五
条
殿
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
7
）

同
阿
野
殿
、
附
武
士
大
久
保
大
隅
守

と
あ
り
、
学
習
院
学
問
所
伝
奏
久
我
大
納
言
建
通
、
学
頭
阿
野
公
誠
が
出
席

し
、
御
用
掛
取
次
、
雑
掌
が
講
堂
に
参
集
す
る
な
か
、
谷
森
善
臣
の
代
参
で

あ
る
真
男
と
、
出
雲
路
定
信
は
、
和
書
会
に
出
勤
す
る
よ
う
命
じ
ら
れ
、
出

雲
路
は
、
谷
森
が
不
参
の
時
は
、
、
谷
森
に
代
わ
っ
て
参
勤
す
る
よ
う
に
と
命

じ
ら
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
和
書
会
は
二
十
六
日
と
講
義
日
が
月
一
日
に
も

拘
わ
ら
ず
、
講
師
が
一
人
増
員
さ
れ
て
二
人
が
任
命
さ
れ
た
の
は
、
谷
森
が

参
勤
で
き
な
い
日
が
あ
る
こ
と
を
見
越
し
て
、
出
雲
路
も
任
命
さ
れ
た
の
で

あ
る
。

　
谷
森
外
記
は
、
文
化
十
四
年
（
一
八
一
七
）
に
出
生
し
、
小
浜
藩
士
で
国

学
者
で
あ
る
伴
信
友
に
学
び
、
三
条
西
家
に
出
仕
し
た
。
天
保
後
期
か
ら
は
、
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三
条
家
の
国
学
の
侍
講
も
つ
と
め
て
い
る
。
ま
た
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）

に
は
『
帝
皇
略
譜
』
を
記
し
、
安
政
元
年
（
一
八
五
四
）
に
は
、
「
村
上
・
円

融
二
条
・
堀
河
、
四
天
皇
の
御
陵
」
（
『
御
陵
考
』
）
、
安
政
二
年
に
は
、
「
田

邑
山
陵
考
」
（
『
御
陵
考
』
）
、
『
大
原
野
西
山
嶺
上
陵
考
』
を
記
し
、
安
政
⊥
ハ
年

三
月
に
は
、
京
都
町
奉
行
所
元
与
力
で
、
安
政
期
に
行
わ
れ
た
山
陵
探
索
事

業
に
与
力
と
し
て
参
加
し
て
い
た
砂
川
健
次
郎
と
共
撰
と
記
さ
れ
た
『
歴
代

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
8
）

廟
陵
考
補
遺
考
案
弁
』
を
完
成
さ
せ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
当
時
か
ら
山
陵

研
究
家
と
し
て
知
ら
れ
、
次
々
と
著
作
を
記
す
谷
森
を
、
学
習
院
学
問
所
で

は
、
な
ん
と
し
て
も
読
師
と
し
て
召
喚
し
た
い
と
考
え
、
代
わ
り
と
な
る
人

物
も
あ
わ
せ
て
任
命
し
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
安
政
六
年
五
月
朔
日
条
で
は
、

　
　
一
巳
刻
、
政
敏
非
蔵
人
ハ
罷
出
候
処
、
直
様
阿
野
殿
御
面
会
来
廿
六
日

　
　
御
会

　
　
　
　
日
本
紀
　
神
武
天
皇
よ
り
御
始
り

　
　
　
　
　
　
　
　
読
師
　
平
種
査

　
　
右
之
通
被
仰
出
候
事
、
右
二
付
早
々
谷
森
外
記
・
出
雲
路
大
和
守
様
申

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
4
9
）

　
　
遣
し
候
事
、
旦
同
列
え
も
右
之
紙
申
遣
し
候
事

と
あ
り
、
学
頭
阿
野
公
誠
か
ら
、
和
書
会
再
会
に
際
し
て
は
、
『
日
本
書
紀
』

神
武
天
皇
紀
か
ら
開
始
す
る
よ
う
に
と
通
知
が
出
さ
れ
て
い
る
。
阿
野
は
、

な
ぜ
、
『
日
本
書
紀
』
神
武
天
皇
紀
か
ら
の
会
読
を
指
示
し
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

和
書
会
が
開
講
し
た
後
、
嘉
永
四
年
（
一
八
五
一
）
三
月
十
五
日
、
朝
廷
は
、

和
気
清
麻
呂
が
、
道
鏡
皇
位
観
観
事
件
に
お
い
て
皇
統
を
守
っ
た
と
い
う
功

績
を
讃
え
て
、
護
王
大
明
神
と
神
号
を
与
え
、
正
一
位
を
授
け
る
宣
命
使
を

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
0
）

和
気
清
麻
呂
の
墓
所
が
あ
る
高
雄
山
神
護
寺
の
清
麻
呂
祀
に
お
く
っ
た
。
ま

た
、
嘉
永
六
年
（
一
八
五
三
）
六
月
、
異
国
船
来
航
に
際
し
て
、
朝
廷
で
は
、

万
世
一
系
の
皇
統
の
祖
で
あ
る
神
武
天
皇
の
威
光
に
よ
っ
て
、
異
国
船
を
退

散
さ
せ
る
目
的
の
た
め
、
同
年
十
二
月
、
神
武
天
皇
陵
修
陵
事
業
を
幕
府
へ

要
望
し
た
。
し
か
し
、
天
皇
・
朝
廷
が
、
神
武
天
皇
を
、
万
世
一
系
の
祖
と

し
て
重
視
す
る
思
想
は
、
近
世
以
前
に
は
な
か
っ
た
。
近
世
に
な
り
、
熊
沢

蕃
山
や
山
鹿
素
行
と
い
っ
た
儒
学
者
ら
に
よ
っ
て
初
め
て
主
張
さ
れ
だ
し
た

　
　
（
5
1
）

の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
天
保
後
期
に
は
、
関
白
鷹
司
政
通
が
、
嘉
永
期
に
は
、

三
条
実
万
が
、
神
武
天
皇
を
重
視
す
る
思
想
を
打
ち
出
し
、
そ
の
重
要
性
を

主
張
し
て
い
る
が
、
ひ
い
て
は
公
家
社
会
が
、
神
武
天
皇
を
重
視
す
る
思
想

を
ど
の
よ
う
に
獲
得
し
て
い
っ
た
の
か
、
と
い
う
問
題
を
考
え
る
に
あ
た
り
、

学
習
院
学
問
所
の
和
書
会
は
一
つ
の
役
割
を
果
た
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　
神
武
天
皇
修
陵
事
業
は
、
幕
府
が
朝
廷
の
要
請
を
う
け
て
、
嘉
永
七
年
（
一

八
五
四
）
四
月
、
消
失
し
た
内
裏
再
建
に
際
し
て
、
併
せ
て
修
陵
事
業
を
計

画
し
、
実
現
す
る
可
能
性
が
高
ま
っ
た
。
そ
の
た
め
、
安
政
期
の
朝
廷
で
は
、

神
武
天
皇
陵
の
再
興
に
向
け
て
や
、
諸
々
の
山
陵
の
所
在
等
の
調
査
の
た
め
、

山
陵
に
関
す
る
書
籍
が
読
ま
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
安
政
の
大
獄
に
よ
り
、

朝
廷
の
主
導
者
で
あ
る
関
白
鷹
司
政
通
や
三
条
実
万
ら
は
失
脚
し
、
山
陵
修

陵
事
業
は
頓
挫
し
た
。
そ
の
よ
う
な
時
に
、
学
習
院
学
習
所
で
は
、
山
陵
研

究
家
谷
森
善
臣
が
、
『
日
本
書
紀
』
神
武
天
皇
紀
か
ら
の
講
釈
を
行
う
こ
と
を

求
め
て
い
た
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
、
実
万
ら
主
導
者
を
失
っ
た
後
、
実
万
ら
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の
遺
志
を
つ
い
だ
公
家
ら
が
、
神
武
天
皇
修
陵
事
業
を
実
現
さ
せ
よ
う
と
の

　
　
　
　
　
　
　
（
5
2
＞

熱
意
の
表
れ
で
あ
っ
た
。

　
つ
ま
り
、
安
政
六
年
の
和
書
会
で
は
、
朝
廷
の
意
向
に
叶
う
人
物
が
講
師

に
任
命
さ
れ
、
朝
廷
に
お
け
る
当
該
期
の
課
題
で
あ
る
神
武
天
皇
陵
修
陵
事

業
実
現
に
向
け
て
、
和
書
会
で
は
、
『
日
本
書
紀
』
神
武
記
を
テ
キ
ス
ト
と
す

る
な
ど
、
朝
廷
、
公
家
に
と
っ
て
必
要
な
知
識
が
学
ば
れ
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
和
書
会
が
再
会
す
る
に
あ
た
り
、
和
書
会
に
参
加
し
て
い
る
堂
上

公
家
へ
講
読
箇
所
な
ど
の
連
絡
事
項
が
回
覧
さ
れ
た
。
そ
の
時
の
記
録
か
ら
、

安
政
⊥
ハ
年
に
和
書
会
に
参
加
を
登
録
し
て
い
る
公
家
が
明
ら
か
と
な
る
。
す

な
わ
ち
、

　
　
追
申
刻
限
、
如
例
書
籍
、
日
本
書
紀
自
神
武
紀
、
読
師
名
簿
一
紙
入
見

　
　
参
候
也
、
従
来
廿
六
日
、
和
書
会
読
、
更
被
始
候
、
各
御
参
集
可
有
之

　
　
候
、
伍
申
入
候
、
御
廻
覧
、
建
通
亭
江
可
返
賜
候
也
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
公
誠
（
阿
野
・
学
頭
）

　
　
　
五
月
一
日
　
　
　
　
　
為
定
（
五
条
・
学
頭
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
建
通
（
久
我
・
伝
奏
）

　
　
源
宰
相
中
将
殿
（
中
院
通
冨
）
　
承
候
・
荻
原
刑
部
卿
（
員
光
）
　
承

　
　
候
・
新
菅
三
位
殿
（
桑
原
順
長
）
　
承
候
・
櫛
笥
中
将
殿
（
隆
紹
）

　
　
承
候
・
中
山
前
中
将
殿
（
忠
愛
）
　
承
候
・
滋
野
井
中
将
殿
（
実
在
）

　
　
承
候
・
中
御
門
少
将
殿
（
経
之
）
　
承
候
・
遠
江
権
介
殿
　
承
候
・
梅

　
　
添
少
将
殿
（
通
善
）
　
承
候
・
八
条
少
将
殿
（
隆
声
）
承
候
・
武
者
小

　
　
路
侍
従
殿
（
公
香
）
　
承
候
・
川
鰭
少
将
殿
（
公
述
）
承
候
・
弾
正
少

■
殿
　
承
候
・
近
江
権
守
殿
（
高
松
保
実
）
．
承
候
・
岩
倉
侍
従
殿
（
具

視
）
　
承
候
・
大
内
記
殿
（
唐
橋
在
光
）
　
承
候
・
裏
辻
侍
従
殿
（
公

愛
）
　
承
候
・
右
京
大
夫
殿
　
承
候
・
蔵
人
左
少
辮
殿
　
承
候
・
蔵
人

侍
従
殿
　
承
候
・
山
本
大
夫
殿
　
（
実
政
）
　
承
候
・
右
少
辮
殿
　
承

候
・
坊
城
侍
従
殿
（
俊
政
）
　
承
候
・
園
大
夫
殿
（
基
祥
）
承
候
・
中

務
少
輔
殿
（
勘
解
由
小
路
資
生
）
　
承
候
・
右
衛
門
佐
殿
（
日
野
西
延

榮
）
　
承
候
・
勧
修
寺
大
夫
殿
（
経
理
）
・
烏
丸
大
夫
殿
（
光
徳
）
・
梅

添
大
夫
殿
（
通
到
）
・
⊥
ハ
条
大
夫
殿
（
有
言
）
・
橋
本
大
夫
殿
（
実
梁
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
3
）

　
　
和
書
読
師
　
　
谷
森
外
記

と
あ
り
、
堂
上
公
家
の
参
加
者
は
三
十
一
名
で
あ
る
。
前
章
で
指
摘
し
た
よ

う
に
、
漢
書
会
に
参
加
し
て
い
る
公
家
の
半
分
程
の
参
加
者
で
あ
る
が
、
和

書
会
へ
の
出
席
率
は
非
常
に
高
く
、
ま
た
、
中
山
忠
愛
や
滋
野
井
実
在
、
中

御
門
経
之
、
岩
倉
具
視
、
坊
城
俊
政
な
ど
、
当
該
期
の
朝
廷
で
活
躍
す
る
公

家
が
多
く
出
席
し
て
い
る
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
当
該
期
の

朝
廷
に
と
っ
て
必
要
な
知
識
が
学
ば
れ
て
い
た
だ
け
に
、
あ
る
程
度
の
教
養

を
身
に
つ
け
た
公
家
が
参
加
し
て
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
和
書

会
は
、
四
書
五
経
を
講
読
す
る
漢
書
会
に
比
べ
る
と
、
参
加
人
数
も
少
な
か
っ

た
の
で
あ
ろ
う
。

　
そ
こ
で
、
次
章
で
は
、
学
習
院
学
習
所
で
は
講
義
が
ど
の
よ
う
に
行
わ
れ

て
い
た
の
か
の
考
察
を
通
じ
て
、
公
家
社
会
に
お
い
て
学
習
院
学
問
所
が
果

た
し
た
役
割
を
考
え
て
い
き
た
い
。
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4
自
習
の
勉
強
会

　
学
習
院
学
問
所
で
の
講
義
は
、
図
2
の
講
堂
で
行
わ
れ
て
い
た
。
講
義
の

形
式
に
つ
い
て
は
、

　
　
諸
生
各
着
座
、
当
日
読
上
之
人
者
在
前
一
列
、
次
両
役
以
下
着
庇
座
、

　
　
先
是
武
家
以
下
着
西
庇
座
、
次
読
師
着
座
、
見
台
之
前
、
読
上
之
人
次

　
　
第
乍
座
読
之
答
、
有
疑
者
聯
進
問
之
事
了
、
先
読
師
、
次
両
役
以
下
武

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
4
）

　
　
家
以
下
、
次
諸
生
等
各
起
座

と
あ
り
、
学
習
院
学
問
所
で
の
講
義
を
、
図
2
と
考
え
合
わ
せ
て
み
る
と
、

ま
ず
、
諸
生
が
着
座
し
、
当
日
読
上
担
当
の
者
が
、
「
見
台
」
の
前
に
、
一
列

に
着
座
す
る
。
そ
し
て
、
武
家
伝
奏
、
学
習
院
学
問
所
伝
奏
ら
が
庇
座
に
座

り
、
両
役
よ
り
先
に
禁
裏
付
ら
が
西
庇
座
に
座
る
。
次
に
読
師
が
「
見
台
」

の
前
に
着
座
し
、
「
読
上
」
の
者
は
、
順
番
に
答
え
、
疑
問
が
有
る
者
は
、
少

し
前
に
進
み
出
て
質
問
し
、
終
了
す
る
。
そ
し
て
退
席
は
、
ま
ず
読
師
、
次

に
両
役
以
下
（
両
伝
奏
・
学
頭
・
有
識
）
、
禁
裏
付
以
下
、
諸
生
等
が
各
々
退

出
す
る
。

　
以
上
か
ら
、
御
会
は
、
禁
裏
付
が
出
席
し
て
お
り
、
幕
府
の
監
視
下
で
開

か
れ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
の
た
め
か
、
公
家
た
ち
の
中
に
は
、

講
義
が
終
了
し
た
後
、
自
習
の
勉
強
会
を
行
い
始
め
る
者
が
現
れ
た
の
で
あ

る
。　

『
学
習
院
仮
日
記
』
に
は
、
安
政
三
年
（
一
八
五
六
）
三
月
九
日
条
か
ら
、

漢
書
会
の
開
講
日
に
は
、
「
巳
刻
よ
り
貞
観
政
要
御
会
読
被
始
候
事
」
と
い
う

図
2
学
習
院
学
問
所
講
堂

　
　
　
　
（
『
和
漢
書
雑
記
』

（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
）
か
ら
作
成
）

武
家
　
　
　
　
地
下
　
　
諸
生

　　　　　　台見

@　　　　一

�齔l之上読日当

@行重人之望所

両
役
傳
奏
学
頭
有
識
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記
事
が
記
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
。
学
習
院
学
問
所
条
目
に
よ
る
と
、
講
釈
は

辰
刻
（
午
前
八
時
）
か
ら
巳
刻
半
（
午
前
十
一
時
）
ま
で
で
、
読
書
が
午
刻

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
5
）

半
（
午
後
一
時
）
か
ら
申
刻
（
午
後
四
時
）
ま
で
と
な
っ
て
い
る
。
つ
ま
り
、

講
釈
と
読
書
の
間
に
、
『
貞
観
政
要
』
の
会
読
が
行
わ
れ
は
じ
め
た
の
で
あ
る
。

　
ま
た
、
同
年
五
月
九
日
条
で
は
、

　
　
豊
岡
三
位
殿
誠
え
御
面
会
、
右
者
此
頃
貞
観
政
要
致
会
読
候
得
共
、
紛
々

　
　
取
究
無
之
二
付
、
急
度
読
師
と
申
義
無
之
、
御
用
御
差
支
無
之
候
得
は
、

　
　
出
座
之
義
御
頼
申
度
、
此
段
久
我
殿
え
御
相
談
伺
候
処
、
子
細
無
之
旨

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
カ
　

　
　
御
申
候
間
、
何
卒
御
用
御
差
支
無
之
節
は
、
出
座
之
義
会
読
中
間
よ
り

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
6
）

　
　
御
頼
申
度
旨
被
申
二
付
致
承
知
、
今
日
よ
り
致
出
座
候
事

と
あ
り
、
豊
岡
三
位
随
資
が
、
雑
掌
稲
波
主
膳
誠
へ
面
会
し
て
言
う
に
は
、

こ
の
頃
『
貞
観
政
要
』
を
会
読
し
て
い
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
取
り
き
め
が
な
い

た
め
、
必
ず
読
師
を
招
く
と
い
う
こ
と
も
な
い
が
、
「
御
用
」
が
差
し
つ
か
え

な
い
な
ら
ば
、
出
席
を
頼
み
た
い
。
、
こ
の
こ
と
を
、
豊
岡
随
資
か
ら
学
習
院

学
問
所
伝
奏
久
我
建
通
へ
相
談
し
た
と
こ
ろ
、
子
細
は
な
い
と
の
こ
と
で
あ

る
と
頼
ま
れ
た
の
で
、
承
知
し
、
今
日
か
ら
出
席
す
る
と
あ
る
。
稲
波
主
膳

誠
は
、
漢
書
会
講
師
が
講
義
を
欠
席
し
た
際
に
は
、
代
わ
っ
て
読
師
を
務
め

る
な
ど
、
漢
籍
に
通
じ
た
人
物
で
あ
る
が
、
雑
掌
で
あ
る
稲
波
へ
会
読
仲
間

か
ら
出
席
を
依
頼
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
講
義
で
は
な
く
、
仲
間
同
士
で
集

ま
っ
て
『
貞
観
政
要
』
の
勉
強
会
を
行
っ
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

　
な
お
、
『
貞
観
政
要
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
た
自
習
の
勉
強
会
は
、
安
政
三
年

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
7
＞

に
は
、
二
十
回
行
わ
れ
た
記
録
が
あ
る
。
ま
た
、
安
政
六
年
（
一
八
五
九
）

二
月
か
ら
は
、
『
蒙
求
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
、
万
延
元
年
（
一
八
六
〇
）
三

　
　
　
　
　
（
5
8
）

月
ま
で
行
わ
れ
た
。
さ
ら
に
、
『
学
習
院
仮
日
記
』
万
延
元
年
閏
三
月
九
日
条

に
は
、
「
東
鑑
今
日
始
り
、
会
読
有
之
」
と
、
『
東
鑑
』
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て

　
　
（
5
9
）

行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
万
延
元
年
八
月
以
降
の
記
述
は
な
く
、
自
習
の
勉
強

会
に
つ
い
て
、
こ
れ
以
上
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
ま
た
、
豊
岡

随
資
の
他
に
は
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
参
加
し
て
い
た
の
か
に
つ
い
て
、
漢

書
会
が
終
了
し
た
後
に
開
か
れ
て
い
た
た
め
、
漢
書
会
に
出
席
し
て
い
た
公

家
ら
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
が
、
安
政
期
、
万
延
期
の
漢
書
会
出
席
者

を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

　
し
か
し
、
『
学
習
所
仮
日
記
』
一
巻
一
ノ
下
巻
に
は
、
漢
書
会
、
和
書
会
に

お
い
て
、
「
読
上
」
と
し
て
出
席
し
た
堂
上
の
名
前
が
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ

で
、
嘉
永
三
年
と
嘉
永
六
年
に
漢
書
会
、
和
書
会
に
読
上
担
当
と
し
て
出
席

し
た
堂
上
を
、
回
数
ご
と
に
あ
ら
わ
し
た
も
の
が
表
4
で
あ
る
。

　
表
4
で
は
、
公
家
の
家
格
は
、
中
級
の
羽
林
家
や
名
家
が
多
く
、
中
に
は

上
級
公
家
で
あ
る
清
華
家
ら
が
い
る
こ
と
か
ら
、
中
級
以
上
の
公
家
ら
が
多

く
出
席
し
て
い
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
ま
た
、
年
齢
を
見
る
と
、
二
十

代
か
ら
三
十
代
の
者
が
中
心
で
、
高
齢
で
も
出
席
し
て
い
る
公
家
は
、
後
に

学
習
院
学
問
所
伝
奏
や
学
頭
に
任
命
さ
れ
る
者
た
ち
で
あ
る
。
そ
し
て
、
以

上
の
公
家
ら
は
、
条
約
勅
許
問
題
で
揺
れ
て
い
た
安
政
五
年
三
月
十
二
日
、

朝
廷
で
は
、
外
国
措
置
に
関
し
て
、
幕
府
に
委
任
す
る
と
い
う
勅
裁
案
に
対

し
、
異
議
を
申
し
立
て
た
廷
臣
八
八
卿
が
列
参
し
た
が
、
そ
の
中
に
名
を
連

ね
て
い
る
者
が
大
半
で
あ
る
。
嘉
永
三
年
か
ら
九
年
後
で
あ
り
、
当
該
期
に
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は
、
壮
年
に
達
す
る
年
齢
と
な
っ
て
い
る
。
さ
ら
に
、
家
近
良
樹
氏
、
箱
石

大
氏
、
仙
波
ひ
と
み
氏
は
、
文
久
二
年
、
三
年
に
、
朝
廷
内
に
新
た
な
政
治

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
0
）

的
機
構
が
設
置
さ
れ
た
こ
と
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
が
、
表
4
か
ら
は
、
文

久
二
年
五
月
に
設
置
さ
れ
た
「
国
事
書
記
御
用
」
や
、
同
年
十
二
月
に
設
置

さ
れ
た
「
国
事
御
用
掛
」
さ
ら
に
、
翌
三
年
五
月
に
設
置
さ
れ
た
「
国
事
寄

人
」
に
、
学
習
院
学
問
所
に
参
加
し
て
い
た
多
く
の
公
家
が
任
命
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
1
）

た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。
以
上
か
ら
、
開
講
し
て
か
ら
嘉
永
期
ま
で
の
学

習
院
学
問
所
で
は
、
中
級
以
上
の
公
家
ら
が
出
席
し
て
お
り
、
安
政
期
以
降

の
公
家
社
会
に
お
い
て
、
活
躍
す
る
公
家
ら
で
あ
っ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ

る
。
し
か
し
、
表
2
に
も
あ
る
よ
う
に
、
文
久
期
以
降
、
学
習
院
学
問
所
に

出
席
す
る
公
家
は
大
幅
に
減
る
こ
と
に
な
る
。
そ
こ
で
、
最
後
に
、
文
久
期

以
降
は
、
ど
の
よ
う
な
公
家
が
学
習
院
学
問
所
に
参
加
し
て
い
た
の
か
検
討

し
て
み
た
い
。

　
文
久
期
以
降
の
学
習
院
学
問
所
に
つ
い
て
は
、
『
和
漢
書
雑
記
』
に
、
慶
応

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
6
2
）

三
年
に
開
講
し
た
講
義
へ
の
参
加
者
が
数
回
分
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
で
、

そ
の
内
の
一
回
分
を
記
し
て
み
る
と
、

　
　
孟
子
講
師
　
　
藤
原
之
舜

　
　
毛
詩
講
師
　
　
劉
嘉

　
　
十
九
日
、
参
仕

　
　
依
御
用
不
参
、
帥
大
納
言
（
飛
鳥
井
雅
典
・
武
家
伝
奏
）

　
　
　
　
　
　
　
　
日
野
大
納
言
（
資
宗
・
武
家
伝
奏
）

　
　
　
　
　
　
　
　
八
条
前
中
納
言
（
隆
祐
・
学
習
院
学
間
所
伝
奏
）

式
部
権
大
輔
（
清
岡
長
煕
・
学
頭
）

桑
原
新
三
位
（
学
頭
・
為
政
）

修
長
（
高
辻
・
有
識
）

通
治
朝
臣
（
梅
渓
・
有
識
）

聴
衆

不
参
　
新
大
納
言
、
権
中
納
言
、
不
参
　
三
位
中
将
（
清
水
谷
公
正
）
、

当
番
　
式
部
大
輔
（
唐
橋
在
光
）
、
右
三
位
中
将
（
久
我
通
久
）
、
不
参

　
宮
内
卿
（
池
尻
胤
房
）
、
当
番
　
民
部
卿
（
土
御
門
晴
雄
）
、
不
参

北
小
路
三
位
（
随
光
）
、
不
参
新
平
三
位
（
交
野
時
万
）
、
不
参
　
新
源

三
位
（
慈
光
寺
有
仲
）
、
不
参
　
侍
従
三
位
（
船
橋
康
賢
）
、
不
参
　
梅

園
三
位
（
実
好
）
、
不
参
　
忠
愛
朝
臣
（
中
山
）
、
不
参
　
宗
有
朝
臣
（
中

御
門
）
、
不
参
　
実
潔
朝
臣
（
押
小
路
）
、
不
参
　
公
香
朝
臣
（
武
者
小

路
）
、
当
番
　
公
述
　
　
朝
臣
（
河
鰭
）
、
公
充
朝
臣
、
基
文
朝
臣
（
石

山
）
、
不
参
　
公
薫
朝
臣
（
正
親
町
）
、
不
参
　
言
縄
朝
臣
（
山
科
）
、
宗

礼
朝
臣
（
難
波
・
八
八
廷
臣
）
、
当
番
　
通
致
朝
臣
、
不
参
　
雅
言
朝
臣

（
植
松
）
、
不
参
　
康
隆
朝
臣
（
堀
河
）
、
不
参
　
長
説
朝
臣
、
不
参

量
衡
朝
臣
（
町
尻
）
、
不
参
紀
季
朝
臣
（
高
丘
）
、
当
番
　
保
建
朝
臣
（
高

野
）
、
不
参
　
資
訓
王
、
不
参
　
博
通
朝
臣
（
六
角
）
、
泰
顕
朝
臣
（
倉

橋
）
、
不
参
　
経
度
朝
臣
（
穂
波
）
、
忠
敬
朝
臣
（
醍
醐
）
、
当
番
　
基
佑

朝
臣
、
不
参
　
良
義
朝
臣
、
不
参
　
永
祐
朝
臣
（
高
倉
）
、
基
祥
朝
臣
（
園
）
、

当
番
　
静
康
朝
臣
、
不
参
　
雅
望
朝
臣
、
公
静
朝
臣
（
園
池
）
、
公
賀
朝

臣
、
不
参
　
勝
長
朝
臣
（
甘
露
寺
）
、
不
参
俊
実
朝
臣
、
不
参
　
実
知
朝
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臣
、
当
番
　
基
和
朝
臣
（
持
明
院
）
、
不
参
　
公
壽
朝
臣
（
滋
野
井
）
、

不
参
　
実
梁
朝
臣
（
橋
本
）
、
不
参
　
氏
胤
朝
臣
（
山
井
）
、
不
参
　
為

栄
朝
臣
（
五
条
）
、
不
参
　
長
季
朝
臣
（
小
倉
）
、
公
考
朝
臣
（
清
水
谷
）
、

不
参
　
惟
賢
朝
臣
、
不
参
　
右
仲
朝
臣
（
慈
光
寺
）
、
信
成
朝
臣
（
長
谷
）
、

不
参
　
有
任
朝
臣
（
千
種
）
、
時
厚
朝
臣
（
平
松
）
、
基
正
朝
臣
、
不
参

　
光
輔
朝
臣
（
外
山
）
、
不
参
　
実
政
朝
臣
（
山
本
）
、
有
義
朝
臣
（
六

条
）
、
当
番
隆
聚
朝
臣
、
不
参
　
経
家
朝
臣
、
和
光
朝
臣
、
不
参
　
光
徳

朝
臣
（
烏
丸
）
、
不
参
　
隆
薫
朝
臣
、
有
良
朝
臣
、
不
参
　
宣
足
朝
臣
（
伏

原
）
、
健
資
朝
臣
、
在
綱
朝
臣
（
唐
橋
）
、
不
参
　
俊
政
（
坊
城
）
、
不
参

　
資
生
、
不
参
　
経
理
（
勧
修
寺
・
八
八
廷
臣
）
、
長
邦
（
葉
室
）
、
当

番
　
光
昭
（
竹
屋
）
、
当
番
　
隆
脩
、
不
参
　
実
静
（
梅
園
）
、
隆
平
、

信
愛
（
西
洞
院
）
、
不
参
　
公
業
（
西
四
辻
）
、
当
番
　
実
方
、
不
参

為
柔
、
通
房
（
万
里
小
路
）
、
不
参
　
盛
房
、
不
参
　
俊
章
、
当
番
　
前

光
（
柳
原
）
、
当
番
　
公
紀
（
風
早
）
、
光
尚
、
不
参
　
具
綱
（
岩
倉
）
、

不
参
　
員
種
（
荻
原
）
、
公
本
、
基
愛
（
東
園
）
、
不
参
　
実
受
、
不
参

　
教
久
（
錦
織
）
、
功
長
、
不
参
　
通
旭
、
当
番
　
定
明
、
当
番
　
為
遂
、

不
参
　
宣
種
、
任
長
、
不
参
　
公
亮
（
押
小
路
）
、
当
番
安
仲
（
五
辻
）
、

雅
徳
、
不
参
　
重
朝
、
実
允
（
阿
野
）
、
不
参
　
行
知
、
不
参
　
輔
長
、

不
参
実
村
（
高
松
）
、
不
参
　
実
世
（
武
者
小
路
）
、
実
文
（
河
鰭
）
、
不

参
経
明
、
不
参
長
延
、
不
参
良
光
（
裏
松
）
、
不
参
治
光
、
当

番
　
隆
吉
（
八
条
）
、
当
番
　
光
善
（
日
野
西
）
、
定
充
、
不
参
　
大
江

（
6
3
）

俊
昌

と
あ
り
、
百
十
八
人
の
堂
上
公
家
が
学
習
院
学
問
所
へ
参
加
登
録
を
行
っ
て

お
り
、
文
久
期
以
前
に
出
席
し
て
い
た
公
家
の
息
男
ら
の
名
前
が
多
く
見
ら

れ
る
。
ま
た
、
出
席
者
数
は
、
三
十
二
人
と
、
参
加
登
録
者
数
の
三
分
の
一

で
あ
る
が
、
表
2
の
慶
応
三
年
の
項
目
を
見
る
と
、
こ
の
日
は
出
席
者
数
が

多
い
方
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
つ
ま
り
、
学
習
院
学
問
所
へ
参
加
登
録
を

行
っ
て
い
て
も
、
出
席
す
る
公
家
は
大
幅
に
減
少
し
て
い
た
の
で
あ
る
。

　
以
上
か
ら
、
文
久
期
以
前
ま
で
の
学
習
院
学
問
所
は
、
学
問
を
基
礎
か
ら

講
義
す
る
と
同
時
に
、
公
家
の
政
治
的
力
を
高
め
る
場
で
も
あ
っ
た
。
し
か

し
、
学
習
院
学
問
所
の
中
核
を
担
っ
て
い
た
公
家
ら
は
、
文
久
期
以
降
、
天

皇
、
朝
廷
が
急
浮
上
し
て
い
く
な
か
、
政
治
に
身
を
置
き
、
学
習
院
学
問
所

か
ら
は
遠
ざ
か
っ
て
い
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
文
久
期
以
降
は
、
息
男

に
当
た
る
世
代
が
学
習
院
学
問
所
へ
の
出
席
を
申
請
し
て
い
た
が
、
実
際
に

参
加
す
る
公
家
は
、
少
数
と
な
っ
て
い
た
の
で
あ
る
。
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表4 出席回数と出席者詳細（r中山忠能履歴資料』四・r明治維新辞典』から作成）

回数 名前 年齢ホ 宰 家格 父
八十八廷

b列参
国事書記

@御用
国事御用

@掛
薗事参蔵 園事寄人

議奏（議

X艇勢）
学習院学

ﾔ所役職
備考

14回 万里小路樽房 27歳 嘉永3年 名家 万里小路正房 O O o 文久三年八月十八日の政変により廃官。優応三年正月差
Tを免ぜられる。

武者小躇公香 23歳 嘉永3年 羽林家 武者小踏実建 O 一

坊城俊政 24歳 嘉永3年 名家 坊城俊明 o 文久三年職事

τ3回 橋本実梁 17歳 嘉永3年 羽林家
橋本実麗（実小
q輔季〉

o o 文久三年八月十八日の政変で差控を命ぜられた。慶応ミ
N正月差控を免ぜられる。

12回 六条有義 20歳 嘉永3年 羽林家 六条有容 0 O 一
八条隆声 25歳 嘉永3年 羽林家 八条隆礼 O 一

10回 櫛笥隆紹 28歳 嘉永3年 羽林家 櫛笥隆起 O 慶応二年八月大原重徳ら王政復古派の廷臣ニー名と列
Q、朝政の改革等建譲した。

9回 日野西延榮 一 嘉永3年 名家 日野西光暉 一
松木宗有 一 嘉永3年 羽林家 松木宗行 一

長谷信篤 33歳 嘉永3年 名家
長谷信好（実高
q永雅） O O o O

学頭（文

v3年一
ｯ年辞）

文久三年二月議奏、同年八月十八日の政変後、大和行幸
ﾉ関係したことで議奏を罷免、他人面会を禁止され、慶応三

N正月に許される。

8回 中院通冨 28歳 嘉永3年 大臣家
父中院遍繁（実

ｿ大寺実隆）
O O（加

ｨ）
万延元年七月儲君（明治天皇）三卿となる。

河鰭公述 22歳 嘉永3年 羽林家 河鰭実利 O O O
文久二年八月、廣幡忠礼ら一三名の廷臣と連署して、久致
囃ﾊ・岩倉具視らの処罰を建言した。同年十二月国事御用
|に任じられたが在職中に死去。

島丸光徳 董9歳 嘉永3年 名家 島丸光政 O o
文久三年八月十八日の政変により国事参政を解かれたが、
O条実美ら七卿と行動を共にせず、差控の処分を受けた。
c応三年正月に許される。

高松保実 34歳 嘉永3年 羽林家
高松季実（実高
ｼ公裕） o

文久三年三月には幕府の上奏した嬢夷期限に関する朝幕
ﾔ評謎の大要を明示するべきことを六十卿余りと共に上
早B

7回 甘露寺勝長 24歳 嘉永3年 名家 甘露寺愛長 一

梅渓通治 20歳 嘉永3年 羽林家 梅渓通善 O O 0 有識
文久二年五月国事御用書記の同役公家二三卿と共に連暑
ｵて擦夷貫徽に関して上奏。

勘解由小路資 24歳 嘉永3年 名家
勘解由小路光
?i実裏松恭
�j

o o
文久二年五月勅使大原夏徳の東下に当たり、幕府に示す
O事策につき三条西季知や三条実美ら二十数名と運署し
嚮ｾ。

裏松勲光 一 嘉永3年 名家 裏松恭光 一

清岡長熈 3フ歳 嘉永3年 半家 清岡長材 O 学頭
元治元年六月一条家門流の三ハ卿連署して横浜鎖港を藷
､た際も加わる。

6回 三条公睦 23歳 嘉永3年 清華家 三条実万 一 安政元年二月死去

中山忠愛 一 嘉永3年 羽林家 中山忠能
安政四年病のため官を辞す。その後国事に奔走し、元治元
N七月禁門の変後、長粥藩に同情的な公家一人として参朝
�竄ﾟられた。

梅渓通善 30歳 嘉永3年 羽林家
梅渓通修（実六
�L言） o o 有鐵

文久二年五月国事御用書記の同役公家二三卿と共に運署
ｵて控夷貫徹に関する上奏を行った。

萩原員光 一 嘉永6年 半家 萩原員維 一

5回 錦織久隆 34歳 嘉永6年 半家 錦織久雄 o 文久三年三月、幕府の上奏した嬢夷期限に関する公武評
cの内容を明示すべきことを要講して．六十卿と共に上書。

山本実政 25歳 嘉永3年 羽林家 山本実城 O 一

久世通熈 33歳 嘉永3年 羽林家 久世通理 O o
文久元年参議となった。同年和宮降嫁に奔走し、差控を命

ｺられた。文久三年十二月議奏に復すが、慶応三年十二月
､政復査と共に公武合体派の公家として参朝を停められ

ｽ。　　　　　　　　　　　　　　　　　　⊃

4回 植松雅言 25震 嘉永3年 羽林家
植松雅恭（実東
?賴蛛j O

元治元年長州藩士が大挙して上京するに及び、北小路随
�轤ﾆ共に同藩士の嘆願を容れるべきむね建議。慶応二年
ｪ月大原重徳ら二；卿らが行った朝政の改革・征長軍の解
ｺ等の建言に加わり、差控処分となる。

3回 醍醐忠順 2フ歳 嘉永6年 清華家 醍醐輝弘 o
安政五年日米通商条約の勅許問題が起こるに及び勅間に
aかり、ひとり畿内を除外して開市闘港を許可すべしと言
縺B

野宮定功 36歳 嘉永3年 羽林家 野宮定祥 O O o
文久二年十一月武家伝奏。文久三年八月十八日の政変に
ﾛし、参内・他行・他人面会の禁止処分を受け、程なく許さ

黷ｽが、慶応三年十二月王政復古の際、公武合体派の公
ﾆとして参朝を停められた。

岩倉具視 26歳 嘉永3年 羽林家
岩倉具慶（実堀
ﾍ康親） O o

和宮降嫁に尽力、文久元年十月和宮東下に随行して江戸
ﾉ赴き、幕府に捜夷の叡慮を奉体すぺきことを誓約させた。

ｱのため、尊穣派公家や志士らから四好二嬬の一人とされ
ｽ。文久二年八月辞官・蟄居・落飾を命じられ、剃髪僧形と

ﾈり岩倉村に蟄居した。その間．同士の公家や薩摩藩士ら
ﾆ交わり、慶応三年には、中山忠能・薩摩藩大久保利通らと
�gして討幕の秘策をねり、同年十二月九日復飾・参内し、

､政復古の大号令を発するに至る。

2回

@r

東園基敬 31歳 嘉永3年 羽林家 東園其貞 o ○ O o
文久三年二月橘本実麗らと共に書を鷹司輔熈らに搬夷決
闢凾�嚮ｾ。同年八月十八日の政変によって参内・他行・
ｼ人面会を停められ差撞に処せられた。慶応三年正月許さ
黷ｽ。

伏原宣諭 28歳 嘉永3年
一

滋野井実在 25歳 嘉永3年 羽林家
滋野井為国（実

｢野実典）
O o O

文久二年八月には和宮降嫁に尽力した内大臣久我建通ら
ﾌ失脚をはかる。文久三年八月十八日の政変によって差
T．慶応三年正月許された。
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文久三年二月関白の密議を漏らしたため罷免・差控を命ぜ

裏辻公愛 30歳 嘉永3年 羽林家 裏辻実孚 O O られ、十月許された。公武合体派の一人で、激派の志士より
ｺ追を受け、慶応三年十二月王政復古に際し、参朝を停め
られた。

1回 四辻公績 40歳 嘉永3年 羽林家 四辻公説 O 一

万延元年六月講奏、文久二年十二月国事御用掛となった

正親町三条実 31歳 嘉永3年 大臣家
正親町三条実

` o o O が、過激派公家や志士のため文久三年正月議奏を辞し、二
詞?ｿ納言も辞した。しかし、同年十二月には議奏に復任
する。

安政五年正月条約勅許の問題が起こるや現任の大納言・
中納言・参議の一人として、外交処溢につき勅問に与り、三

正親町実徳 37歳 嘉永3年 羽林家 正親町実光 O O o o 月には中山忠能ら七人の廷臣と共に封事三箇条を上奏し
た。元治元年七月禁門の変では、長州藩に好意的であると
して、参朝を停められ、慶応三年正月に許された。

安政四年議奏、万延元年六月幕府より和宮降嫁に不同意

徳大寺公純 30歳 嘉永3年 清華家
鷹司政通（実鷹
i輔熈） o O

の建議をかけられ、議奏辞職。文久三年八月十八日の政変
ﾅは、公武合体派の重要な一員として朝政に参じた。慶応
O年十二月王政復古に際し、公武合体派公家として参朝を
停められた。

慶応二年洛北に幽閉中の岩倉具視らと王政復古を画策し、

中御門経之 31歳 嘉永3年 名家
中御門資文（実

ｩ修寺顕彰）
同年八月八月大原重徳ら王政復古派の廷臣ニー名と再び
�Q、朝政の改革等建議し、閉門に処せられた。翌三年三
月許される。

文化十一年（一八一四）誕生。文久二年、国事参政に任じら
れ．三条実美らと共に擦夷親征・大和行幸を画策した。しカ

一 豊岡随資 　 一 名家 豊岡治資 O o o し文久三年八月十八日の政変に際しては、実美ら七卿と1
s動を共にせず差控の処分をうけ慶応三年正月に許された
が、同年十二月王政復古に際しては公武合体派公家とし
参朝を停められた。

＊『学習院仮日記』一（嘉永3年）・『学習院仮日記』一ノ下（嘉永6年）初めて名前が記されている年を記載。

し
か
し
、

万
延
元

力
量
を
高
め
る
場
で

年あ
（

八
六
〇
）
を
最
後
に
、
自
習
の
勉
強
会
の
記
事

つ
た　が
　　　　、
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
。

し
た
役
割
と
は
、
公
家
ら

学
問
を
基
礎
か
ら
学
ぶ
と
同
時
に
、
政
治
的

こ　上　い　あ
　　　の　　’

し家
て　ら

か
に
し
た
。
さ
ら
に
、
学
習
院
学
問

な　て
　　　　、

問設以
所　さ　降
　　　　　　　、

た　以
’降

　　　　、

当
該
期
の
政
治
状
況
に
拘
わ
ら
ず
、
学
習
院
学
問
所
の
講
義
日
が
増

て
は
、
学
習
院
学
問
所
の
開
講
状
況
や
、
参
加
者
、
講
師
に
任
命
さ
れ
た
儒

者
や
国
学
者
ら
の
経
歴
を
分
析
し
た
。
そ
の
結
果
、
こ
れ
ま
で
は
、
元
治
期

お
わ
り
に
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が
見
ら
れ
な
く
な
っ
た
。
そ
し
て
、
文
久
二
年
（
一
八
六
二
）
閏
八
月
に
は
、

天
皇
・
朝
廷
・
公
家
社
会
が
待
ち
望
ん
で
い
た
神
武
天
皇
陵
を
は
じ
め
、
諸

山
陵
の
修
陵
事
業
が
宇
都
宮
藩
の
建
議
で
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
り
、
公
家
社

会
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
て
い
た
三
条
実
万
が
安
政
六
年
に
死
去

し
た
あ
と
、
遺
志
を
引
き
継
い
だ
正
親
町
三
条
実
愛
、
中
山
忠
能
、
野
宮
定

功
、
橋
本
実
麗
ら
が
山
陵
御
用
掛
に
就
任
し
、
朝
廷
も
修
陵
事
業
に
主
導
的

立
場
で
加
わ
る
こ
と
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
和
書
会
講
師
谷
森
善
臣
も
調
方

と
し
て
山
陵
の
修
陵
方
針
を
引
き
受
け
る
な
ど
、
朝
廷
、
公
家
ら
は
多
忙
と

な
っ
た
。
な
お
、
学
習
院
学
問
所
の
講
堂
は
、
文
久
二
年
七
月
頃
か
ら
朝
廷

と
長
州
藩
と
の
面
会
の
場
所
と
し
て
利
用
さ
れ
て
以
降
、
同
年
十
一
月
に
は
、

山
陵
奉
行
戸
田
忠
至
や
調
方
谷
森
善
臣
が
、
公
家
を
前
に
し
て
山
陵
の
修
陵

方
針
を
説
明
す
る
場
と
し
て
利
用
さ
れ
た
。
ま
た
、
文
久
三
年
に
な
る
と
、

朝
廷
、
公
家
ら
は
、
神
武
天
皇
陵
へ
擁
夷
祈
願
の
た
め
の
奉
幣
使
発
遣
の
準

備
に
慌
た
だ
し
く
、
他
方
で
、
家
近
良
樹
氏
や
、
高
谷
嘉
明
氏
が
主
張
す
る

よ
う
に
、
学
習
院
学
間
所
に
お
い
て
、
「
激
派
堂
上
と
諸
藩
士
及
び
尊
擾
浪
士

と
の
協
力
関
係
に
基
づ
く
、
新
た
な
権
力
主
体
が
形
成
さ
れ
る
」
事
態
が
お

こ
っ
て
く
る
の
で
あ
る
。

　
以
上
の
動
向
は
、
元
治
期
に
開
講
日
が
大
幅
に
増
加
す
る
一
方
で
、
出
席

者
が
激
減
す
る
と
い
う
事
態
と
密
接
に
か
か
わ
っ
て
お
り
、
こ
の
時
期
の
政

治
状
況
の
急
激
な
変
化
が
、
学
習
院
学
問
所
の
実
態
に
反
映
し
た
も
の
と
考

え
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
文
久
期
以
降
の
学
習
院
学
問
所
に
つ
い
て
は
、
今
後

の
課
題
と
し
た
い
。

〔
注
〕

（
1
）
公
家
の
家
塾
に
つ
い
て
は
、
梅
田
千
尋
氏
（
「
陰
陽
道
と
暦
算
家
－
一
九

　
　
世
紀
日
本
に
お
け
る
「
科
学
」
知
の
位
相
l
L
（
『
新
し
い
歴
史
学
の
た
め
に
』

　
　
二
七
〇
号
、
二
〇
〇
八
年
）
）
は
、
土
御
門
家
家
塾
が
果
た
し
た
役
割
に
つ

　
　
い
て
検
討
を
行
い
、
清
水
光
明
氏
（
「
禁
裏
・
公
家
社
会
の
学
校
構
想
と
そ

　
　
の
行
方
ー
中
井
竹
山
『
建
学
私
議
』
を
中
心
に
ー
」
（
近
世
史
研
究
会
例
会

　
　
報
告
レ
ジ
ュ
メ
、
二
〇
〇
八
年
八
月
九
日
）
）
は
、
「
「
家
業
」
と
し
て
の
学

　
　
問
か
ら
学
校
と
い
う
〈
場
〉
の
設
立
に
至
る
」
流
れ
の
な
か
に
、
禁
裏
・
公

　
　
家
社
会
の
学
校
構
想
を
位
置
づ
け
、
学
習
院
学
問
所
の
設
立
を
見
通
し
た
。

　
　
寛
政
期
以
降
、
一
部
の
公
家
で
は
家
塾
が
開
か
れ
て
い
た
こ
と
が
指
摘
さ
れ

　
　
て
お
り
、
学
習
院
学
問
所
設
立
に
も
大
き
な
影
響
を
与
え
た
と
考
え
ら
れ
る

　
　
が
、
本
稿
に
お
い
て
、
公
家
家
塾
の
実
態
に
つ
い
て
ま
で
論
究
で
き
な
か
っ

　
　
た
。
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

（
2
）
　
本
多
辰
次
郎
「
学
習
院
創
建
及
其
沿
革
」
（
『
史
学
雑
誌
』
二
六
篇
四
号
、

　
　
一
九
一
五
年
〉
。
小
林
丈
広
氏
（
『
明
治
維
新
と
京
都
公
家
社
会
の
解
体
』
三

　
　
三
～
三
五
頁
、
臨
川
書
店
、
一
九
九
八
年
）
は
、
「
学
習
院
は
、
主
と
し
て

　
　
貧
困
な
公
卿
の
子
弟
を
対
象
と
し
て
い
た
が
、
「
非
蔵
人
二
百
人
」
、
「
諸
司

　
官
人
子
弟
ヒ
に
も
入
門
を
呼
び
か
け
、
「
非
蔵
人
・
官
人
ら
の
自
覚
を
高
め

　
　
た
り
、
学
才
の
酒
養
に
役
割
を
果
た
し
た
」
と
記
し
、
文
久
二
年
以
偉
は
、

　
　
学
習
院
が
、
「
尊
擁
派
と
公
家
社
会
を
つ
な
ぐ
窓
口
と
な
っ
た
」
こ
と
か
ら
、

　
　
「
学
習
院
は
、
摂
関
家
な
ど
一
部
の
有
力
公
卿
を
中
心
と
す
る
儀
礼
や
家
芸

　
　
に
限
ら
れ
た
公
家
社
会
の
文
化
的
風
土
を
克
服
す
る
の
に
一
定
の
役
割
を
果
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た
し
た
L
と
位
置
づ
け
た
。

（
3
）
大
久
保
利
謙
「
幕
末
京
都
の
学
習
院
」
（
『
明
治
維
新
と
教
育
』
吉
川
弘
文

　
　
館
、
一
九
八
七
年
）
。

（
4
）
家
近
良
樹
「
幕
末
期
の
朝
廷
に
新
設
さ
れ
た
国
事
審
議
機
関
に
つ
い
て
」

　
　
（
『
日
本
歴
史
』
四
四
八
号
、
一
九
八
五
年
）
。

（
5
）
　
高
山
嘉
明
「
幕
末
期
学
習
院
を
め
ぐ
る
政
治
動
向
」
（
『
日
本
歴
史
』
、
第

　
　
七
二
六
号
、
二
〇
〇
八
年
）
。

（
6
）
拙
稿
「
学
習
院
学
問
所
設
立
の
歴
史
的
意
義
」
（
『
京
都
女
子
大
学
大
学
院

　
　
文
学
研
究
科
研
究
紀
要
史
学
編
』
第
二
号
、
二
〇
〇
三
年
）
。

（
7
）
拙
稿
「
三
条
実
万
が
公
家
社
会
で
果
た
し
た
役
割
」
（
『
新
し
い
歴
史
学
の

　
　
た
め
に
』
二
六
六
号
、
二
〇
〇
七
年
）
。

（
8
）
『
学
習
院
仮
日
記
』
五
ノ
上
巻
、
安
政
四
年
二
月
九
日
条
、
宮
内
庁
書
陵
部
。

（
9
）
『
学
習
院
仮
日
記
』
五
ノ
上
巻
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

（
1
0
）
『
御
日
記
』
一
巻
、
弘
化
三
年
閏
五
月
八
日
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

（
1
1
）
『
三
条
実
万
手
録
』
第
二
、
二
八
八
頁
、
日
本
史
籍
協
会
、
一
九
二
五
年
。

（
1
2
）
『
日
本
古
典
全
集
　
地
下
家
伝
三
』
（
覆
刻
）
一
〇
九
七
～
一
〇
九
八
頁
、

　
　
現
代
思
潮
社
、
一
九
七
八
年
。

（
1
3
）
『
学
習
院
仮
日
記
』
五
、
安
政
⊥
ハ
年
八
月
九
日
条
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

（
1
4
）
『
学
習
院
仮
日
記
』
五
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

（
1
5
）
条
目
之
事
　
学
習
院
条
目

　
一
講
釈
月
中
凡
三
会
度
之
事

　
　
　
但
読
書
同
日
之
事

　
一
講
釈
自
辰
刻
限
巳
半
、
読
書
自
午
半
限
申
事

　
一
聴
衆
四
十
歳
以
下
十
五
歳
以
上
可
依
請
事

　
　
　
但
於
素
読
者
家
督
十
歳
以
上
可
依
請
事

　
一
講
書
経
書
・
大
化
令
・
令
義
解
・
唐
律
等
追
可
及
諸
書
之
事

　
一
聴
衆
専
守
五
教
本
修
身
不
必
要
文
芸
之
事

　
一
凡
院
内
書
籍
不
論
堂
上
・
地
下
被
許
院
内
読
閲
之
事

　
一
院
内
飲
酒
雑
談
禁
止
之
事
（
『
孝
明
天
皇
紀
』
第
一
、
弘
化
四
年
三
月
九
日

　
条
、
三
一
四
～
三
一
五
頁
、
平
安
神
宮
、
一
九
六
七
年
）
。

（
1
6
）
　
大
久
保
利
謙
前
掲
論
文
「
幕
末
京
都
の
学
習
院
」
二
九
～
三
〇
頁
。

（
1
7
）
『
孝
明
天
皇
紀
』
第
一
、
弘
化
四
年
三
月
九
日
条
、
三
一
四
～
三
一
五
頁
、

　
　
平
安
神
宮
、
一
九
六
七
年
。

（
1
8
）
『
三
条
実
万
公
記
』
六
、
東
京
大
学
史
料
編
纂
所
所
蔵
。

（
1
9
）
　
前
掲
拙
稿
「
学
習
院
学
問
所
設
立
の
歴
史
的
意
義
」
参
照
。

（
2
0
）
　
こ
の
元
治
元
年
以
降
の
開
講
日
増
設
に
つ
い
て
、
大
久
保
利
謙
氏
（
前
掲

　
　
論
文
「
幕
末
京
都
の
学
習
院
」
）
は
、
正
月
以
降
、
政
治
情
勢
が
緊
迫
す
る

　
　
な
か
学
習
院
学
問
所
の
教
科
刷
新
が
行
わ
れ
て
い
る
の
は
注
目
す
べ
き
こ
と

　
　
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
2
1
）
『
大
学
校
・
学
習
院
雑
記
　
学
習
所
御
用
掛
雑
記
八
』
宮
内
庁
書
陵
部
所

　
　
蔵
。

（
2
2
）
非
蔵
人
は
、
六
位
に
准
じ
、
非
蔵
人
口
に
て
執
次
や
摂
家
・
親
王
・
大
臣

　
　
方
の
送
迎
を
行
っ
た
。
ま
た
、
非
蔵
人
に
な
る
家
は
、
六
十
二
軒
で
あ
る
が
、

　
　
幕
末
期
に
は
人
数
が
不
足
し
た
の
で
、
新
規
に
十
八
軒
取
り
立
て
ら
れ
た
。
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三
日
に
一
度
の
出
勤
で
、
毎
日
五
十
人
ず
つ
非
蔵
人
の
詰
所
に
出
勤
し
、
非

　
　
蔵
人
を
支
配
す
る
た
め
三
人
の
番
頭
が
交
代
で
出
勤
し
て
い
た
（
「
維
新
前

　
　
の
宮
廷
生
活
」
二
七
七
～
二
七
八
頁
（
下
橋
敬
長
・
羽
倉
敬
尚
注
『
東
洋
文

　
　
庫
三
五
三
　
幕
末
の
宮
廷
』
平
凡
社
、
一
九
七
九
年
）
）
。

（
2
3
）
『
学
習
院
仮
日
記
』
十
巻
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

（
2
4
）
高
山
嘉
明
前
掲
論
文
「
幕
末
期
学
習
院
を
め
ぐ
る
政
治
動
向
」
参
照
。

（
2
5
）
本
多
辰
次
郎
前
掲
論
文
「
学
習
院
創
建
及
其
沿
革
」
七
二
頁
。
大
久
保
利

　
　
謙
氏
（
前
掲
論
文
「
幕
末
京
都
の
学
習
院
」
四
三
～
四
九
頁
）
は
、
文
久
三

　
　
年
の
政
変
以
後
は
、
学
習
院
は
幕
府
か
ら
自
立
を
は
じ
め
、
学
習
院
の
教
化

　
　
刷
新
が
行
わ
れ
、
講
義
数
も
倍
増
さ
れ
、
当
該
期
の
政
治
情
勢
に
も
関
わ
ら

　
　
ず
、
慶
応
三
年
十
一
月
ま
で
開
講
さ
れ
た
と
論
じ
て
い
る
。

（
2
6
）
『
御
日
記
』
一
、
弘
化
四
年
六
月
九
日
条
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

（
2
7
）
『
御
日
記
』
一
、
弘
化
四
年
六
月
十
日
条
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

（
2
8
）
宮
城
公
子
「
幕
末
儒
学
史
の
視
点
」
三
一
頁
（
『
幕
末
期
の
思
想
と
習
俗
』

　
　
ぺ
り
か
ん
社
、
二
〇
〇
四
年
）
。

（
2
9
）
寺
田
貞
次
『
京
都
名
家
墳
墓
録
』
三
五
〇
～
三
五
一
頁
、
山
本
文
華
堂
、

　
　
一
九
二
二
年
。

（
3
0
）
『
漢
学
者
伝
記
集
成
』
一
二
六
一
～
一
二
六
四
頁
、
名
著
刊
行
会
一
九
七

　
　
八
年
。

（
3
1
）
岩
垣
龍
渓
は
、
大
舎
人
を
つ
と
め
た
地
下
官
人
家
岩
垣
家
の
出
自
で
あ
り
、

　
　
寛
保
元
年
（
一
七
四
一
）
に
生
ま
れ
た
。
博
士
清
原
家
に
つ
い
て
古
学
を
研

　
　
め
そ
の
名
が
知
ら
れ
て
い
た
と
い
う
。
岡
田
六
蔵
は
、
龍
渓
に
学
ぶ
と
あ
る

　
　
が
、
龍
渓
は
、
岡
田
が
出
生
し
た
文
化
五
年
（
一
八
〇
八
）
に
死
去
し
て
お

　
　
り
、
実
質
は
、
京
都
の
儒
者
西
尾
杏
庵
の
息
男
で
龍
渓
の
養
子
と
な
っ
た
東

　
　
園
に
学
ん
だ
と
考
え
ら
れ
る
。
東
園
は
、
建
国
か
ら
豊
臣
氏
の
全
国
統
一
ま

　
　
で
を
叙
述
し
た
『
国
史
略
』
を
記
し
た
（
正
宗
敦
夫
編
纂
校
訂
『
地
下
家
伝
』

　
　
上
、
一
＝
ご
～
＝
四
頁
、
自
治
日
報
社
、
一
九
六
八
年
。
寺
田
貞
次
前
掲

　
　
『
京
都
名
家
墳
墓
録
』
＝
二
七
～
＝
二
八
頁
）
。

（
3
2
）
大
久
保
利
謙
氏
（
前
掲
論
文
「
幕
末
京
都
の
学
習
院
」
二
九
頁
）
は
、
漢

　
　
書
会
講
師
任
命
に
つ
い
て
、
本
来
で
あ
れ
ば
、
公
家
は
古
代
儒
学
で
あ
る
が
、

　
　
幕
府
を
揮
っ
て
朱
子
学
の
儒
者
を
講
師
に
任
命
し
た
と
指
摘
し
て
い
る
。

（
3
3
）
　
『
漢
学
者
総
覧
』
一
九
七
頁
、
汲
古
書
院
、
一
九
七
九
年
。
寺
田
貞
次
前

　
　
掲
、
『
京
都
名
家
墳
墓
録
』
四
七
頁
。

（
3
4
）
前
掲
拙
稿
「
学
習
院
学
悶
所
設
立
の
歴
史
的
意
義
」
参
照
。

（
3
5
）
　
拙
稿
「
三
条
実
万
の
思
想
形
成
」
（
『
京
都
女
子
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科

　
　
研
究
紀
要
史
学
編
』
第
四
号
、
二
〇
〇
五
年
）
。

（
3
6
）
　
寺
田
貞
次
前
掲
『
京
都
名
墳
墓
録
』
五
四
九
頁
。

（
3
7
）
　
『
三
条
実
万
手
録
』
第
一
、
八
八
頁
。

（
3
8
）
　
前
掲
拙
稿
「
幕
末
公
家
社
会
に
お
け
る
三
条
実
万
の
役
割
」
一
〇
～
一

　
　
二
頁
。

（
3
9
）
　
『
三
条
実
万
手
録
』
第
一
、
三
一
〇
頁
。

（
4
0
）
　
宮
城
公
子
前
掲
論
文
「
幕
末
儒
学
史
の
視
点
」
三
一
頁
。

（
4
1
）
こ
の
時
、
和
書
会
講
師
へ
意
見
が
求
め
ら
れ
な
か
っ
た
の
は
、
和
書
会
読

　
　
師
で
あ
る
勢
多
大
判
事
章
武
が
死
去
し
、
安
政
五
年
の
和
書
会
は
読
師
が
不
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在
で
あ
っ
た
た
め
と
考
え
ら
れ
る
。

（
4
2
）
『
学
習
院
仮
日
記
』
一
～
四
ノ
下
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

（
4
3
）
『
国
書
人
名
辞
典
』
第
二
巻
、
一
九
八
頁
、
岩
波
書
店
、
一
九
九
五
年
。

（
4
4
）
　
前
掲
拙
稿
「
学
習
院
学
問
所
設
立
の
歴
史
的
意
義
」
七
五
頁
。

（
4
5
）
『
学
習
院
仮
日
記
』
五
、
安
政
六
年
四
月
二
十
二
日
条
、
宮
内
庁
書
陵
部
所

　
　
蔵
。

（
4
6
）
『
学
習
院
仮
日
記
』
五
、
安
政
六
年
四
月
廿
五
日
条
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

（
4
7
）
『
学
習
院
仮
日
記
』
五
、
安
政
六
年
四
月
廿
九
日
条
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

（
4
8
）
　
林
恵
一
「
谷
森
善
臣
著
作
年
譜
抄
」
（
『
宮
内
庁
書
陵
部
紀
要
』
二
三
号
、

　
　
一
九
七
一
年
）
。

（
4
9
）
『
学
習
院
仮
日
記
』
五
、
安
政
六
年
五
月
一
日
条
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

（
5
0
）
『
孝
明
天
皇
紀
』
第
二
、
四
～
二
四
頁
平
安
神
宮
、
一
九
六
七
年
。

（
5
1
）
　
拙
稿
「
幕
末
の
修
陵
事
業
ー
朝
廷
側
の
視
点
か
ら
ー
」
一
～
二
頁
（
『
明

　
　
治
維
新
史
研
究
』
第
四
号
、
二
〇
〇
七
年
）
。

（
5
2
）
　
前
掲
拙
稿
「
幕
末
の
修
陵
事
業
1
朝
廷
側
の
視
点
か
ら
ー
」
参
照
。

（
5
3
）
『
学
習
院
仮
日
記
』
五
、
安
政
六
年
五
月
朔
日
条
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

（
5
4
）
『
和
漢
書
会
雑
記
』
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵

（
5
5
）
安
政
三
年
の
四
月
頃
か
ら
、
御
会
の
開
始
時
刻
が
、
そ
れ
ま
で
の
辰
刻
か

　
　
ら
卯
刻
へ
と
早
ま
っ
た
。

（
5
6
）
『
「
学
習
院
仮
日
記
』
四
ノ
下
巻
、
安
政
三
年
五
月
九
日
条
〔
貼
紙
〕
、
宮
内

　
　
庁
書
陵
部
所
蔵
。

（
5
7
）
『
学
習
院
仮
日
記
』
四
ノ
下
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

（
5
8
）
『
学
習
院
仮
日
記
』
五
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

（
5
9
）
『
学
習
院
仮
日
記
』
六
、
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

（
6
0
）
家
近
良
樹
前
掲
論
文
「
幕
末
期
の
朝
廷
に
新
設
さ
れ
た
国
事
審
議
機
関
に

　
　
つ
い
て
」
、
箱
石
大
「
幕
末
期
朝
廷
に
お
け
る
「
国
事
書
記
御
用
」
に
つ
い

　
　
て
L
（
『
國
學
院
大
学
大
学
院
紀
要
』
二
三
、
一
九
九
五
年
）
、
仙
波
ひ
と
み

　
　
「
「
国
事
御
用
掛
」
考
L
（
『
日
本
史
研
究
』
五
二
〇
、
二
〇
〇
五
年
）
参
照
。

（
6
1
）
豊
岡
随
資
は
、
嘉
永
期
に
、
学
習
院
学
問
所
へ
出
席
し
て
い
た
記
事
が
見

　
　
え
ず
、
い
つ
か
ら
出
席
し
始
め
た
の
か
は
不
明
で
あ
る
。
し
か
し
、
自
習
の

　
　
勉
強
会
に
お
い
て
中
心
的
役
割
を
果
た
し
、
安
政
五
年
の
廷
臣
八
八
卿
列
参

　
　
に
加
わ
り
、
文
久
期
以
降
国
事
に
奔
走
す
る
公
家
で
あ
る

（
6
2
）
『
和
漢
書
会
雑
記
』
（
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
）
に
は
、
年
月
日
が
記
さ
れ
て

　
　
い
な
い
。
し
か
し
、
慶
応
三
年
に
武
家
伝
奏
に
就
任
し
た
日
野
資
宗
の
名
前

　
　
が
あ
る
こ
と
か
ら
、
慶
応
三
年
の
記
事
で
あ
る
と
特
定
で
き
る
。

（
6
3
）
『
和
漢
書
会
雑
記
』
宮
内
庁
書
陵
部
所
蔵
。

［
付
記
］
本
稿
は
、
二
〇
〇
八
年
九
月
一
四
日
、
学
習
院
大
学
に
お
い
て
開

　
　
　
催
さ
れ
た
「
近
世
の
天
皇
・
朝
廷
研
究
第
2
回
大
会
自
由
論
題
研

　
　
　
究
発
表
」
で
の
報
告
を
元
に
、
当
日
頂
い
た
ご
意
見
を
組
み
込
ん

　
　
　
で
原
稿
化
し
た
も
の
で
あ
る
。
貴
重
な
ご
意
見
を
賜
っ
た
皆
様
に

　
　
　
感
謝
申
し
上
げ
る
。
し
か
し
、
近
世
後
期
の
公
家
家
塾
の
存
在
に

　
　
　
つ
い
て
指
摘
を
受
け
た
が
、
本
稿
に
組
み
込
む
こ
と
が
で
き
な
か
っ

　
　
　
た
。
こ
の
点
を
お
詫
び
申
し
上
げ
、
今
後
の
課
題
と
し
た
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
京
都
市
市
政
史
編
さ
ん
委
員
会
編
さ
ん
助
手
）
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